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はじめに  

 

現在、人口減少や少子高齢化の進行、世帯構成の変化、定年延長、

女性の社会進出の増加などにより、家庭環境や社会環境が大きく変化

し、ライフスタイルや価値観、市民ニーズも多様化・複雑化して きて

い ま す 。 西 脇 市 内 に お い て も 市 街 地 と 農 村 地 域 で は 抱 え る 課 題 が 異

なっているのが現状です。  

 

 西脇市は、参画と協働のまちづくりを市政運営の柱として、これま

で取り組んできました。 平成 17（ 2005）年に、参画・協働に関する基

本的な考え方や具体的な方策を示す「参画と協働のまちづくりガイド

ライン」を策定し、 10年後の平成 27（ 2015）年には、様々な取組を検

証し、参画と協働の手法や協働の基本原則をまとめた今後の市の取組

の方向性を示す改訂を行いました。  

 

さらに、平成 25（ 2013）年には、参画・協働を一層推進するために

西脇市自治基本条例を施行した結果、地域自治協議会や市民活動団体

など、様々な主体によるまちづくり活動が活発に展開され、 また市民

の多様な意見を市政に反映する仕組みが整えられてきました 。  

 

策定から 20年を迎えた今回の改訂に当たっては、旧ガイドラインを

基本に、社会の変化を反映し、参画・協働をさらに推進するため、ま

ちづくり推進審議会で検討いただき、啓発リーフレット「まちづくり

のとびらをあけてみたら」を作成しました。  

 

多様化・複雑化する市民ニーズに対応していくためには、補完性の

原則に基づく地域の実情に応じたきめ細やかな対応が求められていま

す。そのためには、市民、市民活動団体、事業者など地域に関わる全

ての主体が担い手として積極的に地域社会に参画し、役割と責任を果

たしながら、地域社会全体で公共・公益を担っていくことが重要です。  

 

地域の課題解決や夢の実現に向け、 それぞれの主体の個性や強みを

生かし、協力し合いながら、 参画と協働のまちづくりを推進 していき

ましょう。  

 

 

                令和７年３月  

                  西脇市長  片  山  象  三   
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第１章 参画と協働のまちづくりガイドラインについて 
 
 
 
 こ の ガ イ ド ラ イ ン は 、 市 民 の ま ち づ く り や 市 政 へ の 参 画 シ ス テ ム の 構 築 を

目 指 す も の で 、 「 参 画 と 協 働 」 の 位 置 付 け や 定 義 、 具 体 的 な 手 法 な ど を ま と

め る こ と に よ り 、 様 々 な 事 業 を 実 施 す る 際 の 参 考 と し 、 「 参 画 と 協 働 の ま ち

づ く り 」 を 重 点 的 ・ 実 践 的 に 実 施 す る た め に 、 市 民 と 行 政 の 双 方 が 共 有 す る

指 針 と な る も の で す 。  

 前 回 の 改 訂 か ら 10年 が 経 過 し た た め 、 こ の 間 に 生 じ た 社 会 の 変 化 な ど を 踏

ま え 、 西 脇 市 ま ち づ く り 推 進 審 議 会 で 協 議 し 、 本 ガ イ ド ラ イ ン の 見 直 し を 行

い ま し た 。 今 後 も 参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 適 宜 必 要 な 見 直

し を 行 い ま す 。  
 

 

 

地 震 な ど の 大 き な 災 害 が 発 生 し た と き 、 行 政 の 力 に は 限 界 が あ り ま す 。 実

際 に 阪 神 ・ 淡 路 大 震 災 や 東 日 本 大 震 災 の 際 に は 、 行 政 機 能 が 著 し く 低 下 し た

た め 、 市 民 同 士 の 助 け あ い や 市 民 活 動 団 体 な ど の 活 動 が 被 災 者 の 支 援 な ど に

大 き な 力 を 発 揮 し ま し た 。  

こ の よ う な こ と か ら 、 こ れ ま で の 行 政 主 導 に よ る ま ち づ く り か ら 、 参 画 と

協 働 に よ る ま ち づ く り の 必 要 性 が 強 く 認 識 さ れ る よ う に な り ま し た 。  

ま た 、 ま ち づ く り を 取 り 巻 く 状 況 と し て 、 次 の よ う な こ と が 考 え ら れ ま す 。  

 

 
西 脇 市 の 年 齢 別 人 口 推 移 （ 令 和 ２ 〈 2020〉 年 ～ 令 和 32〈 2050〉 年 ）  

（ 国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所推計値（令和５〈2023〉年推計）を使用）  

  （人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ （ 2020） 年 と 令 和 32（ 2050） 年 （ 推 計 値 ） の 人 口 比 較  

（ 【 】 内 は 総 人 口 に お け る 割 合 ）  
 

 令 和 ２ （ 2020） 年  令 和 32（ 2050） 年  

15歳 未 満 の 年 少 人 口  4,617人 【 11.6％ 】  2,063人 【  8.6％ 】  

15歳 ～ 64歳 の 生 産 年 齢 人 口  22,135人 【 55.3％ 】  10,725人 【 44.7％ 】  

65歳 以 上 の 高 齢 人 口  13,247人 【 33.1％ 】  11,205人 【 46.7％ 】  

総 人 口  39,999人 【  100％ 】  23,993人 【  100％ 】  
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２  まちづくりを取り巻く状況  

１  参画と協働のまちづくりガイドラインとは  

⑴  少子高齢化・人口減少  

( 2 0 2 0 )  ( 2 0 2 4 )  ( 2 0 3 0 )  ( 2 0 4 0 )  ( 2 0 5 0 )  
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西 脇 市 に お け る 年 齢 別 人 口 は 、 上 表 の と お り 、 令 和 32（ 2050） 年 で は

65歳 以 上 の 人 口 が 生 産 年 齢 人 口 を 超 え 、 社 会 構 造 が 今 ま で 以 上 に 変 化 す

る こ と が 予 測 さ れ て い ま す 。  

こ の 変 化 に よ り 、 社 会 保 障 費 が 増 加 す る 一 方 で 、 税 収 が 減 少 し 、 受 益

と 負 担 の バ ラ ン ス が 崩 れ 、 こ れ ま で 同 様 の 市 民 サ ー ビ ス を 維 持 し て い く

こ と が 困 難 に な る こ と が 予 測 さ れ ま す 。  

 

 
 
こ れ ま で 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ （ ※ １ ） は 、 地 域 の 深 い 結 び つ き や 市 民 同

士 の 連 帯 感 な ど 相 互 の 信 頼 の 下 に 、 日 常 的 に 人 々 が 助 け あ い 、 自 分 た ち

の ま ち を よ く し て い く と い う 地 域 の 共 同 体 と し て 成 り 立 っ て き ま し た 。  

し か し 、 女 性 会 や 子 ど も 会 、 青 年 団 、 老 人 会 な ど の 団 体 が 消 滅 し た 自

治 会 も あ り 、 核 家 族 化 の 進 行 、 価 値 観 の 多 様 化 、 地 域 の 連 帯 意 識 の 希 薄

化 な ど に よ り 、 地 域 で 課 題 を 解 決 し て い く 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 機 能 が 低

下 し て き た と い わ れ て い ま す 。  

 

 
 
Ｓ Ｎ Ｓ （ ※ ２ ） の 普 及 に よ り 、 誰 で も い つ で も 情 報 発 信 で き る よ う に

な っ た こ と で 、 市 民 グ ル ー プ や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど に よ る 社 会 貢 献 活 動 が 身

近 に 感 じ ら れ 、 そ の 輪 が 広 が る こ と で 、 活 動 の 活 発 化 や 新 た な つ な が り

が 生 ま れ る よ う に な り ま し た 。  

ま た 、 こ れ ま で 公 共 的 な 取 組 は 主 に 行 政 が 担 っ て き ま し た が 、 行 政 の

持 つ 「 公 平 性 」 に と ら わ れ な い 「 専 門 性 」 「 先 駆 性 」 「 迅 速 性 」 な ど の

特 性 を 持 つ 市 民 グ ル ー プ や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど は 、 単 に 行 政 を 補 う 存 在 で は

な く 、 公 共 を 担 う 主 体 と し て 活 躍 さ れ て い ま す 。  

公 共 を 担 う こ と が で き る 主 体 と し て は 、 市 民 グ ル ー プ や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ば

か り で な く 、 社 会 貢 献 活 動 を 行 う 企 業 な ど 、 様 々 な 主 体 が あ り ま す 。  

 

 
 
高 齢 者 単 身 世 帯 の 増 加 な ど の 世 帯 構 成 の 変 化 、 定 年 延 長 に よ る 就 業 期

間 の 伸 長 、 リ モ ー ト ワ ー ク （ ※ ３ ） に み ら れ る よ う な 場 所 を 問 わ な い 新

た な 働 き 方 の 広 が り 、 こ ど も 基 本 法 （ ※ ４ ） の 施 行 、 女 性 の 社 会 進 出 の

増 加 、 Ｉ Ｃ Ｔ （ ※ ５ ） の 進 化 な ど に よ り 、 家 庭 環 境 や 社 会 環 境 が 大 き く

変 化 し て い ま す 。 ま た 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 感 染 拡 大 な ど 、 様

々 な 脅 威 に 直 面 す る 中 、 ラ イ フ ス タ イ ル や 価 値 観 、 市 民 ニ ー ズ も 多 様 化

し て お り 、 市 内 に お い て も 市 街 地 と 農 村 地 域 で は 抱 え る 課 題 が 異 な っ て

い る の が 現 状 で す 。  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（ ※ １ ） 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ … 市 民 が 生 活 し て い る 場 所 、 つ ま り 消 費 、 生 産 、 労 働 、

教 育 、 衛 生 ・ 医 療 、 遊 び 、 ス ポ ー ツ 、 芸 能 、 ま つ り な ど に 関 わ り あ い な が ら 、 市

民 相 互 の 交 流 が 行 わ れ て い る 地 域 社 会 、 あ る い は そ の よ う な 市 民 の 集 団  

（ ※ ２ ） Ｓ Ｎ Ｓ …  Soc ia l  N e t w o r k i n g  S e r v i c e  (ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー キ ン グ サ ー

ビ ス ） の 略 称 。 Ｓ Ｎ Ｓ に よ り 、 そ の サ ー ビ ス に 登 録 し た 利 用 者 同 士 が 交 流 で き 、

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で 人 と 人 が つ な が れ る よ う な 場 所 が 提 供 さ れ て い る 。  

（ ※ ３ ） リ モ ー ト ワ ー ク … 自 宅 な ど オ フ ィ ス か ら 離 れ た 環 境 で 仕 事 に 携 わ る 働 き 方  

（ ※ ４ ） こ ど も 基 本 法 … 全 て の こ ど も が 将 来 に わ た っ て 幸 福 な 生 活 を 送 る こ と が で

き る 社 会 の 実 現 を 目 指 し 、 こ ど も 施 策 を 総 合 的 に 推 進 す る こ と を 目 的 に 、 令 和 ５

（ 2023） 年 ４ 月 に 施 行 。 同 法 で は こ ど も 施 策 の 基 本 理 念 の ほ か 、 国 ・ 地 方 公 共 団

体 に お い て 、 こ ど も 施 策 の 策 定 、 実 施 及 び 評 価 に 当 た り 、 こ ど も な ど の 意 見 を 反

映 さ せ る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と な ど に つ い て 定 め ら れ て い る 。  

（ ※ ５ ） Ｉ Ｃ Ｔ … Info rm a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g y  (イ ン フ ォ メ ー シ ョ

ン ア ン ド コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン テ ク ノ ロ ジ ー ） の 略 称 （ 情 報 通 信 技 術 ）  

 

 

⑵  地域コミュニティの機能低下  

 

⑶  市民活動の活性化  

 

⑷  ライフスタイル・価値観の多様化  
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西 脇 市 で は 平 成 25（ 2013） 年 ４ 月 １ 日 に 西 脇 市 自 治 基 本 条 例 （ ※ ６ ）  

を 施 行 し ま し た 。 こ の 条 例 は 、 よ り よ い ま ち づ く り を 進 め て い く た め の

基 本 理 念 （ ※ ７ ） や 基 本 原 則 （ ※ ８ ） 、 行 政 の あ る べ き 姿 な ど を 定 め た

も の で す 。  

そ の 基 本 原 則 の 一 つ と し て 「 参 画 と 協 働 」 を 掲 げ て い ま す 。  

 
（ 基 本 原 則 ）  

第 ４ 条  市 民 及 び 市 は 、 次 に 掲 げ る 基 本 原 則 に よ り 、 自 治 を 推 進 す る

も の と し ま す 。  

⑴ ～ ⑶  略  

⑷  参 画 と 協 働  そ れ ぞ れ の 役 割 及 び 責 務 に 基 づ い て 公 共 の 領 域 を

担 い 、 参 画 と 協 働 を 推 進 す る こ と 。  

 

ま た 、 「 参 画 」 と 「 協 働 」 の 定 義 を 次 の よ う に 定 め て い ま す 。  
 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 基 本 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り ま す 。  

⑴ ～ ⑶  略  

⑷  参 画  市 の 政 策 の 立 案 、 実 施 、 評 価 及 び 見 直 し の 各 段 階 に お い

て 、 市 民 が 自 主 的 、 主 体 的 に 関 わ る こ と を い い ま す 。  

⑸  協 働  自 治 の 推 進 の た め に 市 民 及 び 市 が そ れ ぞ れ の 果 た す べ き

役 割 と 責 務 を 認 識 し 、 対 等 な 立 場 で 、 協 力 、 連 携 す る こ と を い い

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    西 脇 市 自 治 基 本 条 例  

 

 （ ※ ６ ） 西 脇 市 自 治 基 本 条 例 … 西 脇 市 に お い て 、 市 民 が 主 役 に な っ て ま ち づ く り を

進 め る た め の 基 本 的 な 考 え 方 や ル ー ル を 定 め た 条 例  

（ ※ ７ ） 基 本 理 念 … ま ち づ く り に つ い て の 基 本 的 な 考 え 方 を 示 す も の  

（ ※ ８ ） 基 本 原 則 … 基 本 理 念 を 実 現 す る た め の 具 体 的 な 手 法 や 進 め 方 を 示 す も の  

３  参画と協働の位置付けと定義  

⑴  西脇市自治基本条例における位置付けと定義  
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令 和 ７ （ 2025） 年 ２ 月 に 策 定 し た 西 脇 市 総 合 計 画 （ ※ ９ ） 後 期 基 本 計

画 で は 、 本 市 の 目 指 す べ き 姿 と し て 定 め た 将 来 像 「 つ な が り  は ぐ く み  

未 来 織 り な す  彩 り 豊 か な ま ち  に し わ き 」 の 実 現 を 推 進 す る 方 策 の ひ

と つ と し て 、 『 多 様 な 主 体 に よ る 地 域 自 治 の 確 立 』 を 定 め て い ま す 。  

ま た 、 『 多 様 な 主 体 に よ る 地 域 自 治 の 確 立 』 を 実 現 し て い く た め に は  

「 補 完 性 の 原 則 」 に 基 づ き 、 各 主 体 が 行 動 し て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。  

 

【 補 完 性 の 原 則 】  

我 が 国 の 地 方 分 権 の 推 進 に 当 た っ て の 基 本 的 な 考 え 方 で 、 地 域 の 問

題 は よ り 身 近 な と こ ろ で 解 決 さ れ る べ き （ 小 さ な 単 位 で 対 応 で き る こ

と は そ こ で 対 応 し 、 そ こ で 対 応 で き な い こ と や 対 応 す る と 効 率 的 で な

い こ と の み を よ り 大 き な 単 位 で 対 応 し て い く べ き ） と す る 考 え 方 。 自

助 （ ※ 10） 、 共 助 （ ※ 11） 、 公 助 （ ※ 12） 。 欧 州 連 合 に 際 し て Ｅ Ｕ と

各 国 政 府 の 関 係 整 理 の た め に 用 い ら れ た 。  

 

ま た 、 第 ６ 章 「 多 様 な 主 体 に よ る 地 域 自 治 の 確 立 」 で は 、 『 参 画 と 協

働 の ま ち づ く り を 進 め る 』 こ と を 政 策 の ひ と つ と し 、 目 指 す 姿 と し て  

「 市 民 一 人 ひ と り が 、 地 域 社 会 に 関 心 を 持 ち 、 住 ん で い る 地 域 の 現 状 や  

課 題 へ の 理 解 を 深 め な が ら 、 主 体 的 に ま ち づ く り に 取 り 組 ん で い ま す 。 」  

と し て い ま す 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             西 脇 市 総 合 計 画  

 

 

 

 

 

 

（ ※ ９ ） 西 脇 市 総 合 計 画 … 西 脇 市 自 治 基 本 条 例 で 策 定 を 義 務 付 け ら れ た も の で 、 市

が つ く る 計 画 の 中 で 、 最 も 上 位 に 位 置 付 け ら れ る も の 。 社 会 潮 流 や 市 の 現 況 を 踏

ま え な が ら 、 将 来 に 向 け て ま ち づ く り を ど の よ う に 進 め て い く か と い う こ と を 取

り ま と め た 、 市 政 運 営 の 羅 針 盤 と な る も の で 、 市 の あ ら ゆ る 事 業 や 分 野 別 の 計 画

の 基 礎 と な る 重 要 な 役 割 を 担 う 。  

（ ※ 10） 自 助 … 他 人 の 助 け に よ ら ず 、 自 分 の 力 だ け で 事 を 成 し 遂 げ る こ と 。  

（ ※ 11） 共 助 … 互 い に 助 け あ う こ と 。  

（ ※ 12） 公 助 … 公 的 機 関 が 援 助 す る こ と 。 特 に 、 個 人 や 地 域 社 会 で は 解 決 で き な い

問 題 に つ い て 、 国 や 自 治 体 が 支 援 を 行 う こ と 。  

⑵  総合計画における位置付け  

 



～ 第２章 参画（参加）編 ～ 

 

5 

 

第２章 参画（参加）編 

 
 

参 画 と は 、 市 民 が 市 の 政 策 の 課 題 発 見 、 解 決 策 の 立 案 、 実 施 、 評 価 及 び 見

直 し の 各 段 階 に 自 主 的 ・ 主 体 的 に 関 わ る こ と を い い ま す 。 ま た 、 地 域 コ ミ ュ

ニ テ ィ や 市 民 活 動 団 体 な ど に 自 主 的 ・ 主 体 的 に 関 わ る こ と も 含 み ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

市 民 の 意 見 を 市 政 に 反 映 さ せ る た め の 市 民 参 画 に は 様 々 な 手 法 が あ り 、 主

に 次 の よ う な も の が あ り ま す 。 ま た 、 Ｉ Ｃ Ｔ な ど を 活 用 し た 意 見 聴 取 な ど 、

社 会 環 境 の 変 化 を 踏 ま え た 新 た な 参 画 の 手 法 に つ い て も 調 査 ・ 研 究 し て い く

必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 市民意見提出手続（パブリック・コメント）  

 ⑵ 住民説明会  

 ⑶ 審議会・協議会・検討委員会など  

 ⑷ タウンミーティング（まちかどミーティング）  

 ⑸ ワークショップ  

 ⑹ 無作為抽出による市民討議  

 ⑺ 広聴  

 ⑻ 政策提案  

 ⑼ 住民投票  

１  参画の定義  

２  参画の手法と特徴、留意点  

市民  地域コミュニティ  市民活動団体  

市  
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市 の 計 画 や 方 針 な ど に つ い て 、 そ の 内 容 や 関 連 す る 資 料 を あ ら か じ め

公 表 し 、 市 民 の 意 見 を 求 め 、 寄 せ ら れ た 意 見 の 概 要 や 意 見 に 対 す る 市 の

考 え 方 な ど を 公 表 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 原 案 の 修 正 を 行 う 手 法 で

す 。  

様 々 な 案 件 に つ い て 、 幅 広 く 市 民 の 意 見 を 聴 く こ と が 可 能 で す が 、 組

織 的 な 意 見 が 寄 せ ら れ る 場 合 や 賛 否 に 偏 り が 生 じ る 場 合 が あ り ま す 。 ま

た 、 案 件 に よ っ て は 意 見 が 集 ま ら な い こ と も あ り ま す 。 イ ン タ ー ネ ッ ト

に よ る 意 見 応 募 も で き る た め 、 市 民 に と っ て は 時 間 や 場 所 を 選 ば ず 、 応

募 し や す い と い う メ リ ッ ト が あ り ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

時 間 や 場 所 の 制 約 を 受 け る こ と な く 、 誰 も が 気 軽 に 応 募 で き る た め 、  

よ り 多 く の 市 民 か ら の 意 見 聴 取 が 可 能 で あ る こ と か ら 、 市 の 重 要 な 施

策 に 関 す る 方 針 ・ 計 画 の 策 定 や 、 市 民 生 活 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す こ と

と な る 義 務 を 課 す こ と 又 は 権 利 を 制 限 す る こ と な ど を 定 め る 条 例 の 制

定 な ど に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  意 見 提 出 を 実 施 し て い る こ と が 、 よ り 多 く の 市 民 に 周 知 さ れ る よ

う 、 広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 防 災 行 政 無 線 、 Ｓ Ｎ Ｓ な ど の 様 々 な 媒

体 で 実 施 の 周 知 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

・  意 見 提 出 の 対 象 と な る 施 策 な ど の 関 連 施 設 に 必 要 な 資 料 を 備 え 付

け る な ど 、 積 極 的 に 周 知 を 行 う こ と で 、 意 見 を 提 出 し て も ら い や す

く す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  よ り 多 く の 市 民 が 意 見 を 寄 せ ら れ る よ う 、 募 集 期 間 は 十 分 に 確 保

す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  意 見 提 出 は 、 市 民 生 活 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す 案 件 な ど が 対 象 と な  

る た め 、 直 接 影 響 を 受 け る 方 を 対 象 と し て 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  子 ど も か ら 意 見 を 聴 く に 当 た っ て は 、 分 か り や す い 資 料 を 作 成 す

る な ど 、 子 ど も が 意 見 を 表 明 し や す い 環 境 づ く り に 努 め る 必 要 が あ

り ま す 。  

・  意 見 提 出 は 、 市 と し て の 考 え 方 が ま と ま っ た 段 階 で 行 わ れ る も の

で あ る た め 、 提 出 さ れ た 意 見 に 基 づ き 、 抜 本 的 な 再 検 討 や 根 本 的 な

見 直 し を 行 う こ と が 難 し い の も 事 実 で す 。 こ の た め 、 意 見 公 募 に 付

す 内 容 を 検 討 す る 段 階 に お い て も 、 他 の 参 画 の 手 法 を で き る 限 り 取

り 入 れ る な ど 、 市 民 の 意 見 を 踏 ま え た 素 案 を 作 成 す る よ う 努 め る 必

要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  市民意見提出手続（パブリック・コメント）  
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市 民 生 活 に 直 接 関 わ る よ う な 施 策 な ど を 決 定 ・ 実 施 す る に 当 た っ て 、

市 が 市 民 の 理 解 と 協 力 を 得 る た め に 、 そ の 内 容 を 説 明 し 、 直 接 的 に 意 見

を 聴 取 す る 手 法 で す 。  

住 民 説 明 会 は 、 市 民 の 生 の 声 を 直 接 聴 取 す る こ と が で き ま す が 、 市 と

し て の 考 え が ま と ま っ た 段 階 で 行 わ れ る も の で あ る た め 、 参 加 者 の 意 見  

が 限 定 的 に し か 反 映 さ れ な い な ど 、 参 加 者 の 不 満 が 残 る 場 合 も あ り ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

利 害 関 係 者 や 当 該 案 件 の 実 施 な ど に よ り 市 民 生 活 に 影 響 が 生 じ る 市

民 の 意 見 を 直 接 的 に 聴 き 取 る こ と が で き る た め 、 計 画 や 指 針 の 策 定 、

条 例 の 策 定 な ど に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  法 令 上 、 説 明 会 の 実 施 が 義 務 付 け ら れ て い る も の に 限 ら ず 、 市 民

生 活 に 直 接 関 わ る よ う な 施 策 な ど に つ い て は 、 可 能 な 限 り 実 施 す る

よ う に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  自 由 な 議 論 の 場 と い う よ り も 、 市 の 説 明 に 対 し 広 く 意 見 を 聴 く と

い う 性 格 が 強 い た め 、 市 が 一 方 的 に 説 明 し て 終 了 す る と い う こ と が

な い よ う 、 質 問 の 時 間 を 十 分 に 設 け る な ど 、 参 加 者 の 意 見 を 十 分 に

聴 き 取 る よ う に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  説 明 会 の 場 で 、 発 言 で き な か っ た 人 な ど が 、 事 後 に 質 問 し 、 意 見

な ど を 言 え る よ う に す る た め 、 開 催 後 も 一 定 期 間 、 意 見 な ど を 受 け

付 け る な ど の 配 慮 が 必 要 で す 。  

・  住 民 説 明 会 は 、 市 と し て の 考 え が ま と ま っ た 段 階 で 行 わ れ る も の

で あ る た め 、 参 加 者 の 意 見 に 基 づ き 、 抜 本 的 な 再 検 討 や 根 本 的 な 見

直 し を 行 う こ と が 難 し い の も 事 実 で す 。 こ の た め 、 住 民 説 明 会 で 説

明 す る 内 容 を 検 討 す る 段 階 に お い て も 、 他 の 参 画 の 手 法 を で き る 限

り 取 り 入 れ る な ど 、 市 民 の 意 見 を 踏 ま え た 素 案 を 作 成 す る よ う 努 め

る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵  住民説明会  
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法 律 （ 地 方 自 治 法 （ ※ 13） 第  138条 の ４ 第 ３ 項 ） 又 は 個 別 の 条 例 に よ

り 設 置 さ れ る 審 議 会 そ の 他 の 附 属 機 関 や 、 開 催 要 領 な ど に よ り 開 催 さ れ

る 委 員 会 な ど に お い て 、 市 民 や 学 識 経 験 者 （ ※ 14） な ど で 構 成 さ れ る 委

員 が 、 一 定 期 間 継 続 し て 調 査 や 審 議 、 検 討 な ど を 行 う 手 法 で す 。  

学 識 経 験 者 な ど の 専 門 知 識 を 継 続 的 に 聴 取 す る こ と が で き る た め 、 専

門 的 な 課 題 に つ い て 掘 り 下 げ た 議 論 が で き ま す 。 ま た 、 課 題 意 識 や 意 欲

を 持 っ た 市 民 の 参 画 に よ り 、 地 域 事 情 や 生 活 実 態 に 即 し た 、 よ り 率 直 な

意 見 を 議 論 に 加 え る こ と が で き ま す 。  

審 議 会 な ど は 、 専 門 的 な 視 点 か ら 、 継 続 的 に 調 査 や 審 議 な ど を 行 う 場

で あ る こ と か ら 、 参 画 で き る 市 民 の 人 数 は 限 ら れ ま す 。 ま た 、 団 体 選 出

委 員 や 学 識 経 験 者 な ど に つ い て は 、 一 般 的 に は メ ン バ ー が 固 定 さ れ や す

い 傾 向 が あ り ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

学 識 経 験 者 や 専 門 家 に よ る 様 々 な 意 見 を 継 続 的 に 聴 取 す る こ と が で

き る た め 、 政 策 課 題 に 対 す る 専 門 的 視 点 か ら の 調 査 や 審 議 、 在 り 方 の

検 討 な ど に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  幅 広 い 視 点 か ら 審 議 な ど が 行 わ れ る よ う 、 可 能 な 限 り 委 員 を 公 募

す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  市 民 や 学 識 経 験 者 な ど に つ い て は 、 で き る だ け メ ン バ ー の 固 定 化

を 避 け 、 専 門 分 野 、 性 別 や 年 代 な ど 、 バ ラ ン ス を 考 え て 選 考 す る 必

要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

     委 員 全 体 で の 討 議         ワ ー ク シ ョ ッ プ に よ る 討 議  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

（ ※ 13） 地 方 自 治 法 … 地 方 自 治 の 基 本 を 定 め た 法 律 。 地 方 公 共 団 体 の 種 類 、 組 織 、

運 営 に 関 す る 大 綱 を 定 め る と と も に 、 国 と の 基 本 的 関 係 を 規 定 し て い る 。 地 方 公

務 員 法 、 地 方 財 政 法 、 地 方 税 法 、 公 職 選 挙 法 、 消 防 法 な ど 、 地 方 行 政 に 関 わ る 法

体 系 の 中 核 を な す 。  

（ ※ 14） 学 識 経 験 者 … 専 門 領 域 の 学 問 で 評 価 を 受 け 、 豊 富 な 経 験 と 高 い 見 識 を 持 つ

と 社 会 的 に 認 め ら れ る 人  

⑶  審議会・協議会・検討委員会など  
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全 市 に わ た る 共 通 テ ー マ や 各 地 区 や 団 体 ご と に テ ー マ な ど を 設 定 し 、

市 長 や 市 幹 部 と 市 民 が 自 由 に 意 見 交 換 を 行 う 手 法 で す 。  

意 見 交 換 を 通 じ て 、 双 方 が 認 識 を 共 有 し 、 理 解 し あ え る 場 と す る こ と

が で き ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

意 見 交 換 に よ っ て 、 市 民 と 行 政 と の 認 識 の 共 有 を 図 り な が ら 内 容 を

検 討 す る こ と が で き る た め 、 意 見 提 出 （ パ ブ リ ッ ク ・ コ メ ン ト ） や 住

民 説 明 会 に 付 す べ き 案 件 に つ い て 、 そ れ ら の 手 法 を 行 う 前 に 実 施 す る

こ と が 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

意 見 交 換 が な れ あ い に な る こ と や 要 望 を 行 う た め だ け の 場 と な ら な

い よ う に 注 意 し な が ら 、 率 直 な 意 見 が 言 い あ え る よ う な 雰 囲 気 づ く り

に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

市 か ら の 説 明           市 民 か ら の 質 疑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷  タウンミーティング（まちかどミーティング）  
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市 の 抱 え る 課 題 や 地 域 の 課 題 、 団 体 内 で の 課 題 の 解 決 な ど に 当 た っ て 、  

様 々 な 立 場 の 人 々 が 参 加 し 、 そ れ ぞ れ が 自 由 に 意 見 を 出 し あ い な が ら 議

論 を 重 ね て 共 通 認 識 の 形 成 を 図 り 、 意 見 や 提 案 を ま と め 上 げ て い く 手 法

で す 。  

ワ ー ク シ ョ ッ プ (※ 15)で は 、 「 フ ァ シ リ テ ー タ ー (※ 16)」 と 呼 ば れ る

司 会 進 行 役 の 人 が 、 参 加 者 の 主 体 的 か つ 自 発 的 な 議 論 を 促 し 、 参 加 者 全

員 が 体 験 す る も の と し て 運 営 さ れ る こ と が 一 般 的 で す 。  

案 件 に 対 し て 掘 り 下 げ た 議 論 が で き る た め 、 課 題 に 対 す る 参 加 者 の 理

解 が 深 ま り や す く 、 認 識 の 共 有 が 図 り や す い と い え ま す 。 ま た 、 グ ル ー

プ で 討 議 を 重 ね る こ と に よ り 、 市 民 の 参 画 意 識 が 醸 成 さ れ ま す 。 自 分 た

ち の 意 見 や ア イ デ ア が 施 策 や 施 設 の 整 備 な ど に 反 映 さ れ る た め 、 達 成 感

が 得 ら れ や す く 、 主 体 性 を 持 っ て 市 政 の 課 題 な ど に 関 わ っ て い く こ と が

で き ま す 。  

そ の 一 方 で 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 長 期 間 に わ た っ て 開 催 さ れ る こ と が

多 く 、 時 間 的 制 約 の あ る 市 民 に と っ て は 参 加 が 難 し く な り ま す 。 ま た 、

フ ァ シ リ テ ー タ ー の 力 量 や 参 加 者 の 意 欲 に 、 議 論 の 熟 度 や 参 加 者 の 満 足

度 が 左 右 さ れ や す い と い う デ メ リ ッ ト が あ り ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

継 続 的 な 議 論 を 通 じ て 認 識 の 共 有 を 図 り や す く 、 市 民 の 主 体 的 な 関

わ り が 期 待 で き る こ と か ら 、 施 策 な ど の 具 体 的 な 内 容 の 検 討 に 適 し て

い ま す 。  

 

◎  留 意 事 項  

・  ワ ー ク シ ョ ッ プ で の 議 論 を 経 て ま と め ら れ た 意 見 や 提 案 に 対 し て

は 、 市 が 意 見 を ど の よ う に 検 討 し 、 今 後 の 計 画 な ど に ど の よ う に 生

か し て い く か を 後 日 き ち ん と 市 民 に 説 明 し 、 理 解 し て も ら う 必 要 が

あ り ま す 。  

・  フ ァ シ リ テ ー タ ー に は 、 会 議 を ス ム ー ズ に 進 行 す る た め の 力 量 が

求 め ら れ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 
 

参 加 者 に よ る 意 見 の 書 出 し       出 さ れ た 意 見 の 整 理  

 

 

 

 

 

（ ※ 15） ワ ー ク シ ョ ッ プ … ワ ー ク シ ョ ッ プ と は 元 来 、 「 工 房 」 「 作 業 場 」 な ど 協 働

で 仕 事 を 行 う “ 場 ” を 表 す 言 葉 。 参 加 者 自 ら が 積 極 的 な 意 見 交 換 な ど を 通 じ て 、

実 践 的 な 知 識 ・ 技 術 を 学 び と る の が 特 徴 。 研 究 や 創 作 活 動 の 手 法 と し て 、 あ る い

は ま ち づ く り な ど の コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 に お け る 問 題 解 決 や 合 意 形 成 の 場 と し て 活  

用 さ れ る こ と も 多 く 、 近 年 は あ ら ゆ る 分 野 で 広 く ワ ー ク シ ョ ッ プ が 行 わ れ て い る 。  

（ ※ 16） フ ァ シ リ テ ー タ ー … 会 議 や ワ ー ク シ ョ ッ プ と い っ た 話 し あ い や グ ル ー プ ワ

ー ク に お い て 、 参 加 者 の 話 し あ い や 体 験 、 学 習 が ス ム ー ズ に 進 行 す る よ う に 支 援

や 補 助 を 行 い 、 そ れ ぞ れ の 参 加 者 が 持 っ て い る 力 を 引 き 出 す こ と の で き る 支 援 者

又 は 援 助 促 進 者  

⑸  ワークショップ  
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無 作 為 抽 出 （ ※ 17） で 選 ば れ た 市 民 同 士 が 、 複 数 の グ ル ー プ に 分 か れ

て 同 一 の テ ー マ に つ い て 自 由 に 議 論 し 、 グ ル ー プ ご と に 意 見 を 取 り ま と

め 、 全 員 の 投 票 に よ り 優 先 順 位 を 付 け 、 提 言 を 行 う 手 法 で す 。  

日 頃 、 市 政 に 参 加 す る 機 会 の 少 な い 市 民 の 声 を 市 政 に 取 り 入 れ ら れ る

こ と や グ ル ー プ で 討 議 を 重 ね る こ と で 市 政 へ の 関 心 が 喚 起 さ れ 、 市 民 の

協 働 意 識 の 醸 成 に つ な が り ま す 。 ま た 、 投 票 に よ り 優 先 順 位 付 け が さ れ

る た め 、 よ り 多 く の 人 に 支 持 さ れ る 提 案 と な り ま す 。 そ の 一 方 、 時 間 的

な 制 約 が あ る た め 、 結 果 的 に 掘 り 下 げ た 議 論 が で き な い こ と も あ り 、 市

民 が 消 化 不 良 に 陥 る 場 合 が あ り ま す 。 ま た 、 投 票 に よ り 優 先 順 位 を 決 定

す る た め 、 独 創 的 な 意 見 や ア イ デ ア を 出 し づ ら い 、 会 議 の 進 行 が フ ァ シ

リ テ ー タ ー の 力 量 に 左 右 さ れ や す い と い っ た デ メ リ ッ ト も あ り ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

日 頃 、 市 政 に 参 加 す る 機 会 の 少 な い 市 民 の 意 見 を 取 り 入 れ る こ と が

で き る た め 、 課 題 の 抽 出 や 将 来 像 の 検 討 に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  無 作 為 抽 出 し た 候 補 者 の 中 か ら 参 加 者 を 選 定 す る に 当 た っ て は 、  

母 集 団 （ 市 民 全 体 ） の 意 見 と か け 離 れ な い よ う 、 母 集 団 （ 市 民 全 体 ）  

の 性 別 ・ 年 齢 構 成 な ど に 近 づ け る 必 要 が あ り ま す 。 ま た 、 地 域 や 職

業 構 成 な ど 、 様 々 な 面 で 偏 り が 出 な い よ う に す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  限 ら れ た 時 間 内 で 合 意 形 成 を 図 る 必 要 が あ る た め 、 十 分 な 事 前 準

備 、 適 切 な テ ー マ 設 定 、 時 間 配 分 を 考 え た し っ か り し た 段 取 り を 組

む こ と が 必 要 で す 。  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（ ※ 17） 無 作 為 抽 出 … 調 査 対 象 を あ る 母 集 団 （ 調 査 対 象 の 全 体 ） か ら ラ ン ダ ム （ 無

作 為 ） に 標 本 抽 出 （ サ ン プ リ ン グ ） す る 行 為  

⑹  無作為抽出による市民討議  
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広 聴 と は 、 様 々 な 機 会 を 通 じ て 、 広 く 市 民 か ら 市 に 対 す る 意 見 や 要 望

な ど を 聴 く こ と を い い ま す 。  

広 聴 に は 「 ア ン ケ ー ト 」 「 市 政 モ ニ タ ー 」 「 市 民 の 声 」 と い っ た い く

つ か の 手 法 が あ り ま す 。 市 民 ニ ー ズ や 意 見 を 幅 広 く 集 め 、 的 確 に 把 握 す

る た め に は 、 で き る だ け 各 手 法 を 併 用 す る こ と が 望 ま し い と い え ま す 。  

  

◎  ア ン ケ ー ト  

多 数 の 人 や 特 定 の 層 に 同 じ 内 容 に つ い て 質 問 し 、 意 見 や 意 向 、 傾 向

な ど を 把 握 す る 手 法 で す 。 広 聴 ア ン ケ ー ト の 代 表 例 に 、 世 論 調 査 が あ

り ま す （ 世 論 調 査 と は 、 集 団 や 世 論 を 調 べ る こ と を 目 的 に 行 わ れ る 調

査 を い い ま す 。 ） 。  

市 民 が 自 分 の 都 合 の 良 い 時 間 や 場 所 で 回 答 で き る こ と か ら 、 簡 便 に

多 く の 意 見 を 聴 く こ と が で き 、 日 頃 、 市 政 に 参 加 す る 機 会 の 少 な い 市

民 の 参 画 を 促 す 手 法 と し て 有 効 で す 。 そ の 一 方 、 質 問 で き る 項 目 数 が  

限 定 さ れ る た め 、 限 ら れ た 内 容 し か 聴 き 取 る こ と が で き ま せ ん 。 ま た 、  

質 問 へ の 誤 答 、 回 答 ミ ス が 起 き る 可 能 性 が あ る こ と や ア ン ケ ー ト が 返

送 さ れ る ま で に 時 間 が か か り 、 集 計 ま で に さ ら に 時 間 が か か る と い う

デ メ リ ッ ト も あ り ま す 。  

 
○  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

市 民 の 意 見 や 意 向 、 傾 向 な ど を 統 計 的 に 把 握 す る こ と が で き る こ

と か ら 、 政 策 課 題 や 事 業 の 実 施 成 果 の 把 握 な ど に 適 し て い ま す 。  

 

○  留 意 点  

・  調 査 目 的 に 適 し た 対 象 者 抽 出 （ サ ン プ ル 数 、 対 象 、 実 施 地 域 な  

ど ） を 行 い ま す 。 質 問 数 を 増 や し 過 ぎ な い よ う に し 、 質 問 項 目 は 、  

回 答 者 に 分 か り や す い よ う 整 理 ・ 構 成 し ま す 。 ま た 、 統 一 さ れ た

様 式 で 、 見 や す く 、 回 答 し や す い よ う に レ イ ア ウ ト す る 必 要 が あ

り ま す 。  

・  回 答 を 誘 導 す る こ と が な い よ う に 、 質 問 項 目 や 選 択 肢 を 設 定 す

る 必 要 が あ り ま す 。  

・  回 答 し や す く な る よ う 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 活 用 な ど 実 施 方 法 を

工 夫 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  施 策 や 事 業 、 対 象 者 を 限 定 し て 、 深 く 意 見 を 聴 き 取 り た い 場 合

な ど に は 、 世 論 調 査 的 な ア ン ケ ー ト と は 別 に 、 施 策 や 事 業 ご と の

個 別 の ア ン ケ ー ト を 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 果 は ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表  定 期 的 に ア ン ケ ー ト を 実 施  

⑺  広聴  
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◎  市 政 モ ニ タ ー  

市 民 か ら モ ニ タ ー (※ 18)を 募 集 し 、 選 出 さ れ た 人 に 対 し て 、 封 書 又

は 電 子 メ ー ル で 市 政 に 対 す る 意 見 、 要 望 、 提 案 な ど を 継 続 的 に 聴 く 、

又 は ア ン ケ ー ト 調 査 に 回 答 し て も ら う こ と に よ り 、 市 民 の 意 向 を 把 握

し 、 施 策 な ど の 参 考 と す る 手 法 で す 。  

市 政 に 対 す る 意 識 の 高 い 市 民 の 意 見 を 、 継 続 的 に 集 め る こ と が で き  

る と い う メ リ ッ ト が あ る 一 方 、 応 募 者 が 集 ま り に く い 傾 向 が あ り ま す 。  

 
◎  市 民 の 声 （ 御 意 見 箱 ）  

イ ン タ ー ネ ッ ト や 御 意 見 箱 な ど に よ り 、 市 民 の 日 常 生 活 の 悩 み 事 や

市 政 に 対 す る 提 案 ・ 要 望 ・ 苦 情 な ど あ ら ゆ る 声 を 聴 く 手 法 で す 。  

寄 せ ら れ た 提 案 な ど に 対 し て 、 個 別 に 回 答 す る こ と で 、 市 民 と の 信

頼 関 係 を 醸 成 す る こ と が で き ま す 。  

 

○  留 意 点  

・  同 様 の 提 案 な ど を 持 つ 市 民 同 士 の 情 報 共 有 の 手 法 に つ い て 検 討

が 必 要 で す 。  

・  問 題 が 直 ち に 解 決 し な く て も 、 一 定 程 度 の 理 解 が 得 ら れ る よ う

に す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西 脇 市 市 民 交 流 施 設  
総 合 案 内 な ど に 設 置  

 

 

市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら の 意 見 提 出  

 

 

 

 

 

 

 

（ ※ 18） モ ニ タ ー … 市 政 や 市 民 生 活 に 係 る 課 題 な ど に つ い て 、 市 か ら の ア ン ケ ー ト

に 答 え 、 意 見 を 提 出 す る 人  
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市 民 や 企 業 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど か ら 政 策 に 関 す る 提 案 を 募 る 手 法 で す 。

あ ら か じ め 市 が テ ー マ を 設 定 し て 募 集 す る 場 合 や 特 に テ ー マ を 決 め ず に

自 由 に 提 案 し て も ら う 場 合 が あ り ま す 。  

市 に は な い 斬 新 な 発 想 か ら の 提 案 や 提 案 者 が 持 つ 専 門 性 を 生 か し た 提

案 に よ り 、 課 題 の 解 決 や 市 の 魅 力 の 向 上 に つ な が る 可 能 性 が あ り ま す 。  

ま た 、 市 民 目 線 か ら の 提 案 を 受 け る こ と で 、 市 民 ニ ー ズ に 即 し た 施 策

の 展 開 に つ な が る 可 能 性 が あ り ま す 。  

そ の 一 方 で 、 実 現 す る 上 で 多 額 の 費 用 が か か る 提 案 や 公 益 に 資 す る と

い い 難 い よ う な 提 案 な ど が 寄 せ ら れ る 場 合 も 考 え ら れ ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

地 域 の 様 々 な 主 体 が 持 つ 情 報 や ノ ウ ハ ウ を 活 用 で き る こ と か ら 、 地

域 の 魅 力 や 資 源 を 発 掘 ・ 活 用 す る 事 業 や 市 が こ れ ま で 取 り 組 ん だ こ と

の な い 分 野 に 関 わ る 事 業 の 検 討 に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  提 案 を 募 集 し て い る こ と が 、 よ り 多 く の 市 民 に 周 知 さ れ る よ う 、

広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 防 災 行 政 無 線 、 Ｓ Ｎ Ｓ な ど の 様 々 な 媒 体 で

実 施 の 周 知 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

・  よ り 多 く の 市 民 が 提 案 を 寄 せ ら れ る よ う 、 募 集 期 間 は 十 分 に 確 保

す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  市 が テ ー マ を 設 定 し て 提 案 を 募 集 す る 場 合 に は 、 何 に つ い て 提 案

し て 欲 し い の か 、 テ ー マ を 設 定 し た 意 図 が 明 確 に 伝 わ る よ う に す る

必 要 が あ り ま す 。  

・  出 さ れ た 提 案 に つ い て 、 第 三 者 機 関 を 設 置 し て の 審 査 や 選 考 結 果 、  

採 用 と な っ た 場 合 の 事 業 化 ま で の 流 れ を 明 ら か に す る 必 要 が あ り ま  

す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻  政策提案  
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特 定 の 政 策 に つ い て 、 市 民 の 賛 否 を 投 票 に よ り 把 握 す る 手 法 で す 。 な

お 、 こ こ で い う 住 民 投 票 （ ※ 19） は 、 憲 法 や 法 律 に 基 づ き 実 施 す る も の

で は な く 、 地 方 公 共 団 体 が 独 自 の 住 民 投 票 条 例 を 制 定 し 、 実 施 す る も の

を 指 し ま す 。  

賛 否 を 確 認 す る 事 項 の 内 容 に よ っ て 投 票 で き る 範 囲 を 変 更 す る こ と が

可 能 と な り 、 未 成 年 者 な ど 選 挙 権 を 持 た な い 人 で も 参 加 で き る 可 能 性 が

あ り ま す 。 ま た 、 個 別 の 政 策 に つ い て 、 賛 否 を 明 確 に す る こ と が で き ま

す 。  

デ メ リ ッ ト と し て は 、 法 定 の 投 票 制 度 で は な い た め 、 投 票 結 果 に 法 的

拘 束 力 を 持 た せ る こ と は で き な い と さ れ て お り 、 投 票 結 果 の 実 効 性 が 弱

い こ と 、 投 票 結 果 と し て 賛 否 の み し か 表 明 さ れ な い た め 、 市 民 の 個 別 の

意 見 や 要 望 、 賛 否 の 理 由 な ど が 確 認 で き な い こ と 、 多 額 の コ ス ト が か か

る こ と な ど が 挙 げ ら れ ま す 。  

西 脇 市 自 治 基 本 条 例 で は 、 第 12条 第 １ 項 で 「 市 長 は 、 市 政 に 関 わ る 重

要 事 項 に つ い て 、 直 接 市 民 の 意 思 を 確 認 す る た め 、 議 会 の 議 決 を 経 て 、

住 民 投 票 を 実 施 す る こ と が で き ま す 。 」 と し 、 同 条 第 ２ 項 で 、 別 に 条 例

を 定 め て 実 施 す る 個 別 設 置 に よ る 住 民 投 票 （ ※ 20） を 定 め て い ま す 。  

 

◎  対 象 と す べ き 施 策 な ど  

特 定 の 政 策 に つ い て 、 投 票 者 の 明 確 な 意 思 を 確 認 す る こ と が で き る

た め 、 行 政 運 営 上 の 重 要 事 項 の 決 定 な ど に 適 し て い ま す 。  

 

◎  留 意 点  

・  実 施 に 当 た っ て は 、 独 自 の 住 民 投 票 条 例 を 制 定 す る 必 要 が あ り ま

す 。  

・  対 象 事 案 （ 論 点 ） や 投 票 の 実 施 時 期 、 投 票 資 格 者 の 要 件 （ 例 え ば 、  

年 齢 要 件 、 国 籍 要 件 な ど ） や 投 票 の 成 立 要 件 （ 例 え ば 、 投 票 率 に よ

る 基 準 を 設 け る な ど ） を 慎 重 に 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  住 民 投 票 の 対 象 事 案 に 関 す る 判 断 を 行 う た め に 必 要 な 情 報 に つ い

て は 、 公 平 性 や 中 立 性 に 十 分 留 意 し な が ら 、 積 極 的 に 公 開 す る 必 要

が あ り ま す 。  

・  住 民 投 票 は 、 あ く ま で 議 会 制 民 主 主 義 を 補 完 す る も の で あ り 、 乱

発 は 避 け る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ※ 19） 住 民 投 票 … 地 方 公 共 団 体 の 住 民 が 、 特 定 の 事 項 に つ い て 、 投 票 に よ り 直 接

に 意 思 表 示 す る こ と 。  

（ ※ 20） 個 別 設 置 に よ る 住 民 投 票 … 住 民 意 思 の 確 認 の 必 要 性 が 生 じ た 場 合 に 、 首 長

や 議 員 の 提 案 又 は 直 接 請 求 に よ り 、 個 別 の 案 件 ご と に 議 会 の 議 決 を 経 て 投 票 資 格

者 、 投 票 手 続 、 投 票 結 果 の 扱 い 等 を 定 め た 条 例 を 制 定 し 、 住 民 投 票 を 実 施 す る も

の  

 

 

 

⑼  住民投票  
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【参考】  

◎ 市民参加のはしご 

1969年にアメリカの社会学者 シェリー・アーンステインが「市民参加のはしご」を

提唱し、市民が自治権（※21）を持つまでには８つの段階があるとしています。市民参

加のレベルを測るものさしとして、とてもユニークな基準が提示されています。 

シェリー・アーンステインが示す「市民の力が生かされる市民参加」といったより高

いレベルでの市民参加の実現に向けて、個々のまちづくり活動が実施されるよう、市民

も行政も、対等な立場で参画と協働を展開していく必要があります。 

 

８段階 

市民の力が生かさ

れる市民参加 

市民自治・権力 

 市民自らがコントロールする市民主体の自治 

７段階 権限委任・委譲 

 権限委任など市民主導で進んでいく。 

６段階 パートナーシップ（協働） 

 市民と行政の役割が対等である。 

５段階 

形式的、名目的な

市民参加 

懐柔・宥和策（形式的な参加機会） 

 市民参加で意見を聴くが、どうするかの判断は

まだ権力者が保留 

４段階 表面的意見聴取・協議 

 意見は聴き、アンケートなどもするが、どのよ

うに反映したかは知らせない。 

３段階 お知らせ 

 こうしますから参加してくださいのお知らせ、

一方通行の伝達 

２段階 

市民参加とはいわ

ない 

不満回避 

 市民の意見を聴くが、そういうものの、こうで

はないですかというなだめ 

１段階 世論操作 

 委員会などで意見を聴くが、実際はこちらの方

向で了解を得る操作・操り 

 
  上記のように、色々な段階の「参加」がありますが、そのなかでも、自主性・主体

性がより高くなったものを、「参画」と整理することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※21）自治権…自ら治める権利。自治を行う権利。日本では、地方自治体の持つ権能 
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第３章 協働編 

 

 

協 働 と は 、 市 民 、 市 民 活 動 団 体 （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 、 市 民 グ ル ー プ 、 Ｎ Ｐ

Ｏ 法 人 な ど ） 、 事 業 者 、 市 な ど の 多 様 な 主 体 が 、 目 的 を 共 有 し 、 一 緒 に な っ

て 、 自 分 た ち の ま ち を 住 み よ く 、 暮 ら し や す く す る た め 、 知 恵 を 出 し あ い 、

協 力 し て 、 ま ち づ く り に 取 り 組 ん で い く こ と を い い ま す 。  

 

 

 

自 分 た ち の ま ち を 住 み よ く 、 暮 ら し や す く す る た め に は 、 市 民 、 市 民 活 動

団 体 、 事 業 者 な ど の 多 様 な 主 体 が そ れ ぞ れ の 長 所 や 特 性 を 発 揮 す る こ と が 重

要 で す 。 多 様 な 主 体 が 協 働 す る こ と に よ っ て 、 き め 細 か く 、 質 の 高 い サ ー ビ

ス の 提 供 が 期 待 で き る と と も に 、 地 域 や 市 の 課 題 解 決 に つ な が り ま す 。  

 

 

 

西 脇 市 に 在 住 ・ 在 勤 ・ 在 学 し て い る 人 な ど  

 
 
 
◎  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ  

各 地 区 区 長 会 、 自 治 会 ・ 町 内 会 、 地 域 自 治 協 議 会 （ ※ 22） 、 各 種

団 体 な ど  

 

◎  市 民 グ ル ー プ 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど  

市 民 グ ル ー プ 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な ど の 自 発 的 な 社 会 貢 献 活 動 を 行 う 組

織 及 び 団 体  

 

 

 

一 般 企 業 、 公 益 法 人 （ ※ 23） （ 公 益 社 団 法 人 、 公 益 財 団 法 人 、 社 会 福

祉 法 人 、 学 校 法 人 、 医 療 法 人 な ど ） 、 経 済 団 体 な ど の 組 織  

 

 

 

議 会 及 び 市 長 、 教 育 委 員 会 、 農 業 委 員 会 な ど の 執 行 機 関 (※ 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ※ 22） 地 域 自 治 協 議 会 … 地 域 の 個 人 や 法 人 、 各 種 団 体 な ど が 構 成 員 と な り 、 地 区

の 活 性 化 や 様 々 な 地 区 課 題 の 解 決 に 向 け て 、 地 域 の 力 を 最 大 限 に 発 揮 で き る 組 織  

（ ※ 23） 公 益 法 人 … 公 益 を 目 的 と す る 事 業 を 行 う 法 人 。 不 特 定 多 数 の 人 の 利 益 を 実

現 す る こ と を 目 的 と し て 、 学 術 ・ 技 芸 ・ 慈 善 な ど の 公 益 に 関 す る 事 業 を 行 う 、 公

益 社 団 法 人 や 公 益 財 団 法 人 な ど の 法 人  

（ ※ 24） 執 行 機 関 … 地 方 自 治 法 上 、 地 方 公 共 団 体 の 長 及 び 教 育 委 員 会 な ど の 各 種 委

員 会 又 は 委 員  

 

 

１  協働の定義  

２  協働の主体  

⑴  市民  

 

 

⑵  市民活動団体  

 

 

⑶  事業者  

 

 

⑷  市  
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協 働 の 取 組 は 「 市 民 と 行 政 の 協 働 」 と 「 市 民 相 互 の 協 働 」 の ２ つ に 分 類 で

き ま す 。 そ の う ち 、 立 場 や 特 性 が 全 く 異 な る 主 体 同 士 で あ る 「 市 民 と 行 政 の

協 働 」 の 領 域 の イ メ ー ジ は 、 一 般 的 に は 、 市 民 の 領 域 と 行 政 の 領 域 が 重 な り

あ う 部 分 （ 下 の 図 の Ｂ ～ Ｄ ） に な り ま す 。  

し か し 、 Ａ の 部 分 に つ い て も 交 流 、 情 報 交 換 な ど の 形 で 関 わ り が 持 て れ ば 、  

そ れ ぞ れ の 取 組 を よ り 効 果 的 に 展 開 で き る こ と か ら 、 そ う し た 努 力 も 必 要 で

す 。  

ま た 、 Ｅ の 部 分 に つ い て も 、 社 会 情 勢 の 変 化 （ 規 制 緩 和 （ ※ 25） や 構 造 改

革 特 区 （ ※ 26） 、 地 方 分 権 な ど の 動 き ） に 応 じ て 絶 え ず 見 直 し て い く と い う

意 識 が 必 要 で あ り 、 見 直 す 過 程 に お い て 、 行 政 が 担 う 公 共 サ ー ビ ス の 範 囲 を

少 し ず つ 開 放 し て い く と い う 姿 勢 が 大 切 で す 。  

 

【 市 民 と 行 政 の 協 働 】  

       市 民 と 行 政 の 協 働 の 領 域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

【 市 民 相 互 の 協 働 】  

 

        自  治  会      ボ ラ ン テ ィ ア 団 体  

 

 

 

        

各 種 団 体       事   業   者  

 

 

 

 

Ｄ  

市 民 の 協 力 や

参 加 を 得 な が

ら 行 政 の 主 体

性 の 下 に 行 う

領 域  

 

Ｂ  

市 民 の 主 体 性

の 下 に 行 政 の

協 力 に よ っ て

行 う 領 域  

(市 民 の 領 域 ) 

Ａ  

市 民 の 責 任 と

主 体 性 に よ っ

て 独 自 に 行 う

領 域  

 

Ｃ  

市 民 と 行 政 が

そ れ ぞ れ の 主

体 性 の 下 に 協

力 し て 行 う 領

域  

(行 政 の 領 域 ) 

Ｅ  

行 政 の 責 任 と

主 体 性 に よ っ

て 独 自 に 行 う

領 域  
 

【 協 働 の 形 態 】  

・ 事 業 協 力  

（ 市 民 主 催 ）  

・ 補 助 ・ 助 成  

・ 後 援  

基 本 的 に 協 働

の 領 域 と は 捉

え な い 。  

 

【 協 働 の 形 態 】  

・ 共 催  

・ 実 行 委 員 会  

・ 事 業 協 力  

 

【 協 働 の 形 態 】  

・ 委 託  

・ 事 業 協 力  

（ 市 主 催 ）  

・ 人 材 育 成  

基 本 的 に 協 働

の 領 域 と は 捉

え な い  

市 民 提 案 事 業

コ ミ ュ ニ テ ィ

ビ ジ ネ ス な ど  

 協 働 事 業  

 

民 営 化  

外 部 委 託 等  

行 政 に よ る 許

認 可 、 権 利 の

制 限 な ど  

協働  

協働  

協働  協働  協働  

（ ※ 25） 規 制 緩 和 … 経 済 学 や 公 共 政 策 な ど の 文 脈 で 、 あ る 産 業 や 事 業 に 対 す る 政 府

の 規 制 を 縮 小 す る こ と 。  

（ ※ 26） 構 造 改 革 特 区 … 構 造 改 革 特 別 区 域 の 略 称 で 、 従 来 法 規 制 等 の 関 係 で 事 業 化

が 不 可 能 な 事 業 を 、 特 別 に 行 う こ と が 可 能 に な る 地 域  

 

 

 

３  協働の領域  
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協 働 に よ り 行 う 事 業 に は 、 主 に 次 の よ う な 手 法 が 考 え ら れ ま す 。 事 業 の 目

的 や 内 容 、 期 待 さ れ る 効 果 、 相 手 の 特 性 に よ っ て 最 も ふ さ わ し い 手 法 を 選 択

す る こ と が 大 切 で す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 が 実 施 す る 公 益 性 の 高 い 事 業 に つ い て 、 課 題 や 目  

的 を 共 有 し た 上 で 、 市 や 事 業 者 な ど が 補 助 金 な ど を 交 付 す る 手 法 で す 。  

効 率 性 な ど の 点 か ら 市 自 ら に よ る 対 応 が 困 難 な 事 業 や 先 駆 的 な 事 業 な

ど 市 が 直 接 実 施 し に く い 事 業 の 実 施 が 可 能 と な り 、 多 様 な 公 益 的 サ ー ビ

ス の 提 供 に つ な が り ま す 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 活 動 団 体 が 主 体 と な る 手 法

で あ る こ と か ら 、 自 主 的 ・ 主 体 的 な 活 動 が 活 発 と な り 、 活 動 の 裾 野 の 広

が り も 期 待 で き ま す 。  

 

◎  事 業 例  

地 区 ま ち づ く り 実 践 補 助 事 業 、 市 民 提 案 型 ま ち づ く り 事 業 な ど  

 

◎  留 意 点  

・  原 資 が 公 金 で あ る こ と を 十 分 に 踏 ま え 、 事 業 の 公 益 性 や 補 助 金 交

付 の 妥 当 性 に つ い て 適 正 に 判 断 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  資 金 を 提 供 さ れ る 側 （ そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 ） 、 す る 側 （ 市 な ど ）

と い う 意 識 か ら 、 対 等 性 を 失 う こ と の な い よ う 留 意 す る 必 要 が あ り

ま す 。  

・  そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 に お い て も 補 助 金 の み に 頼 り 、 依 存 す る こ と

で 自 主 性 が 失 わ れ な い よ う 、 自 主 財 源 を 確 保 す る た め の 工 夫 が 必 要

で す 。  

・  事 業 報 告 な ど の 提 出 に よ り 、 補 助 金 交 付 に よ っ て ど の よ う な 効 果

が あ っ た か を 検 証 し 、 次 年 度 の 取 組 に 事 業 の 評 価 結 果 を 反 映 さ せ る

必 要 が あ り ま す 。   

  

４  協働の手法、特徴、留意点  

⑴  補助  

 

 ⑴ 補助  

 

 ⑵ 後援  

 

 ⑶ 共催  

 

 ⑷ 実行委員会  

 

 ⑸ 事業協力  

 

 ⑹ 協働型委託  

 

 ⑺ 情報提供・情報共有  
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協 働 相 手 が 主 催 す る 事 業 に 対 し て 、 課 題 や 目 的 を 共 有 し た 上 で 、 後 援  

者 の 立 場 と し て 名 義 の 使 用 を 承 認 す る 手 法 で す 。 金 銭 的 な 支 出 を 伴 わ ず 、  

信 用 の 付 与 な ど で 支 援 を 行 い ま す 。  

特 に 市 な ど の 後 援 を 受 け る こ と で 、 事 業 を 実 施 す る 協 働 相 手 の 社 会 的

信 用 が 増 し 、 活 動 へ の 理 解 が 深 ま る こ と も 考 え ら れ ま す 。  

 

◎  事 業 例  

各 主 体 が 行 う イ ベ ン ト （ 市 の 施 策 推 進 に 寄 与 す る も の ） な ど  

 

◎  留 意 点  

・  新 規 団 体 も 参 入 で き る よ う 配 慮 し つ つ 、 そ の 事 業 の 目 的 、 内 容 を

十 分 に 理 解 し 、 責 任 を 持 っ て 判 断 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  事 業 報 告 の 提 出 を 求 め る な ど し て 、 後 援 し た 事 業 を 評 価 し 、 成 果

を 明 確 に す る よ う 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

イ ベ ン ト な ど の 実 施 に 当 た り 、 そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 と 異 な る 主 体 が 共

に 主 催 者 と な っ て 事 業 を 行 う 手 法 で す 。 事 業 の 実 施 責 任 は そ れ ぞ れ の 主

体 が 応 分 に 負 い ま す 。  

協 働 相 手 の ノ ウ ハ ウ や ネ ッ ト ワ ー ク を 生 か し た 企 画 に よ り 、 プ ロ グ ラ

ム が 充 実 す る と と も に 、 市 単 独 で は 充 足 で き な い 市 民 ニ ー ズ に も 対 応 し

た 事 業 の 実 施 が 可 能 に な り ま す 。 ま た 、 そ れ ぞ れ の 活 動 主 体 と の 協 力 関

係 が 促 進 さ れ る と と も に 、 双 方 の 特 性 や 得 意 分 野 を 生 か す こ と で 相 乗 効

果 が 期 待 で き ま す 。 さ ら に は 、 市 な ど と 共 催 す る こ と に よ り 、 事 業 実 施

主 体 の 社 会 的 信 用 が 増 し 、 活 動 へ の 理 解 が 深 ま る こ と も 考 え ら れ ま す 。  

 

◎  事 業 例  

Ｊ Ｒ 加 古 川 線 リ レ ー マ ル シ ェ  比 也 野 ま つ り 、 黒 田 庄 マ ル シ ェ な ど  

 

◎  留 意 点  

・  相 手 方 の 行 動 な ど に よ っ て は 共 催 の パ ー ト ナ ー の 信 用 が 失 墜 す る

お そ れ も あ る た め 、 そ の 事 業 の 目 的 、 内 容 を 十 分 に 理 解 し 、 責 任 を

持 っ て 判 断 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  事 業 内 容 に つ い て 、 企 画 ・ 計 画 の 段 階 か ら 協 働 相 手 と 十 分 な 協 議

を 行 い 、 事 業 目 的 の 明 確 化 と 情 報 の 共 有 化 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

地 区 ま ち づ く り 実 践 補 助 事 業  
（ 地 元 高 校 生 に よ る 壁 面 ア ー ト ）  

市 民 提 案 型 ま ち づ く り 事 業  
（ 若 者 文 化 を 伝 え る マ ル シ ェ ）  

⑵  後援  

 

⑶  共催  
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・  企 画 ・ 計 画 段 階 に お け る 協 働 相 手 の 関 与 度 を 高 め 、 当 事 者 意 識 の

向 上 を 図 り 、 形 式 的 な 共 催 と な ら な い よ う に 留 意 す る 必 要 が あ り ま

す 。  

・  協 働 相 手 に も 主 催 者 と し て の 社 会 的 責 任 が 求 め ら れ る こ と を 確 認

し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

・  協 働 相 手 と の 役 割 分 担 や 経 費 負 担 、 リ ス ク 対 応 な ど に つ い て 事 前

に 取 り 決 め 、 協 定 書 な ど の 書 面 に よ り 、 取 り 決 め た 内 容 を 明 ら か に

し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

・  随 時 、 進 捗 状 況 を 確 認 し 、 実 施 に 伴 う 課 題 を 十 分 協 議 す る 必 要 が

あ り ま す 。  
 

 
 
協 働 相 手 と 事 業 実 施 の た め の 組 織 を つ く り 、 そ の 組 織 が 主 催 者 と な っ

て イ ベ ン ト な ど の 事 業 を 行 う 手 法 で す 。 様 々 な 活 動 主 体 の 参 加 が 可 能 で

あ る と と も に 、 参 加 委 員 の 専 門 性 や 地 域 性 、 ノ ウ ハ ウ や ネ ッ ト ワ ー ク を

生 か す こ と が で き ま す 。 ま た 、 そ れ ぞ れ が 抱 え る 課 題 に つ い て の 共 通 認

識 に 基 づ い た 運 営 が で き る と と も に 、 相 互 理 解 や 協 力 関 係 が 促 進 さ れ ま

す 。  

そ の 結 果 、 参 加 委 員 間 の 交 流 ・ 連 携 が 図 れ 、 地 域 活 動 の 活 性 化 に つ な

が り ま す 。  

 

◎  事 業 例  

日 本 の へ そ 西 脇 夏 ま つ り 、 に し わ き 産 業 フ ェ ス タ ・ 農 業 祭 な ど  

 

◎  留 意 点  

・  市 が 実 行 委 員 会 を 組 織 化 す る 場 合 、 目 的 の 達 成 の た め に 必 要 な 委

員 を 過 不 足 の な い よ う 選 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  事 業 の 目 的 を 各 委 員 に 十 分 説 明 し 、 共 通 の 理 解 の 下 で 協 力 が 得 ら

れ る よ う 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  前 例 踏 襲 に よ る 委 員 の 固 定 は 、 実 行 委 員 会 の 自 主 性 や 活 動 意 欲 の  

低 下 を 招 く お そ れ が あ る た め 、 必 要 に 応 じ て 見 直 す 必 要 が あ り ま す 。  

・  事 業 の 検 討 段 階 か ら 協 働 し 、 事 業 目 的 の 明 確 化 と 情 報 の 共 有 化 を

図 る 必 要 が あ り ま す 。  

・  協 働 相 手 の 自 主 性 を 尊 重 し 、 協 働 相 手 方 に も 主 催 者 と し て の 社 会

的 責 任 が 求 め ら れ る こ と を 確 認 し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

・  随 時 、 進 捗 状 況 を 確 認 し 、 実 施 に 伴 う 課 題 を 十 分 協 議 す る 必 要 が

あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日 本 の へ そ 西 脇 夏 ま つ り  に し わ き 産 業 フ ェ ス タ ・ 農 業 祭  

⑷  実行委員会  
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協 働 相 手 と の 間 で 、 そ れ ぞ れ の 特 性 を 生 か す 役 割 分 担 な ど を 取 り 決 め 、  

一 定 期 間 、 継 続 的 な 関 係 の 下 で 事 業 を 協 力 し て 行 う 手 法 で す 。  

相 互 の 特 性 が 生 か さ れ 、 効 果 的 ・ 効 率 的 に 事 業 を 行 う こ と が で き ま す 。  

ま た 、 地 域 に 密 着 し た 活 動 団 体 な ど が 協 力 す る こ と に よ り 、 地 域 の 活 性

化 や 市 民 の 連 帯 感 が 醸 成 さ れ ま す 。 さ ら に は 、 市 民 の 積 極 的 な 地 域 活 動

な ど へ の 参 加 を 促 進 す る 効 果 が 期 待 で き ま す 。  

 

◎  事 業 例  

フ ー ド ・ 学 用 品 ド ラ イ ブ （ ※ 27） な ど  

 

◎  留 意 点  

・  事 業 の 実 施 前 に 双 方 で 十 分 話 し あ っ て 検 討 を 行 い 、 協 定 書 な ど の

書 面 を 作 成 し 、 事 業 の 目 的 、 期 間 、 役 割 分 担 、 経 費 分 担 、 責 任 の 所

在 な ど 、 取 り 決 め た 内 容 を 明 確 に し 、 協 働 相 手 と の 信 頼 関 係 の 構 築

に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  対 等 な 立 場 で の 事 業 協 力 で あ る こ と を 双 方 が 理 解 し 、 ど ち ら か 一

方 の 主 導 で 進 め る 又 は 役 割 分 担 が 偏 る な ど 、 依 存 的 に な ら な い よ う

に す る 必 要 が あ り ま す 。  

・  随 時 、 進 捗 状 況 を 確 認 し 、 事 業 実 施 に 伴 う 課 題 な ど を 双 方 で 話 し

あ う 必 要 が あ り ま す 。  

 

 
通 常 の 業 務 委 託 よ り 協 働 す る 意 図 を 強 く 持 っ た 上 で 、 そ れ ぞ れ の 活 動

主 体 の 特 性 や 発 想 を 生 か す こ と を 目 的 に 、 主 に 市 が 実 施 し て い る 事 業 な

ど を 委 託 す る 手 法 で す 。  

各 主 体 が 持 つ ネ ッ ト ワ ー ク や 特 性 、 能 力 を 生 か す こ と で 、 創 造 性 や 先  

駆 性 が 発 揮 さ れ 、 市 民 ニ ー ズ に 合 っ た サ ー ビ ス の 提 供 が 可 能 に な り ま す 。  

 

◎  事 業 例  

公 の 施 設 （ ※ 28） の 管 理 ・ 運 営 （ 指 定 管 理 者 制 度 （ ※ 29） ）  

 

◎  留 意 点  

・  で き る 限 り 多 く の 活 動 主 体 に 公 平 ・ 公 正 な 受 託 機 会 を 確 保 す る た

め 、 原 則 と し て 競 争 原 理 に 基 づ い て 受 託 者 を 選 定 す る 必 要 が あ り ま

す 。  

・  委 託 中 の ト ラ ブ ル を 回 避 す る た め に も 、 仕 様 書 の 内 容 や 契 約 の 進

め 方 な ど を 各 主 体 に よ く 説 明 し 、 十 分 に 理 解 し て も ら う 必 要 が あ り

ま す 。  

・  単 な る 「 下 請 け 化 」 を 避 け 、 各 主 体 の 自 主 性 が 発 揮 さ れ た 効 果 的

な 事 業 が 実 施 さ れ る よ う 、 受 託 者 の 提 案 ・ 企 画 を 仕 様 内 容 に 取 り 入

れ る な ど の 工 夫 を 行 う 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

（ ※ 27） フ ー ド ・ 学 用 品 ド ラ イ ブ … 家 庭 や 店 舗 で 余 っ て い る 食 品 や 使 用 し て い な い

学 用 品 を 集 め て 、 地 域 の 福 祉 団 体 や 施 設 に 寄 付 す る こ と 。  

（ ※ 28） 公 の 施 設 … 普 通 地 方 公 共 団 体 が 、 市 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 を も っ て そ の

利 用 に 供 す る た め に 設 け る 施 設  

（ ※ 29） 指 定 管 理 者 制 度 … 公 の 施 設 の 管 理 ・ 運 営 を 、 株 式 会 社 を は じ め と し た 営 利

企 業 ・ 財 団 法 人 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ・ 市 民 グ ル ー プ な ど 法 人 そ の 他 の 団 体 に 包 括 的 に 代

行 さ せ る こ と が で き る 制 度  

 

 

 

⑸  事業協力  

 

⑹  協働型委託  
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・  事 業 の 最 終 的 な 責 任 は 委 託 元 が 負 う こ と に な り ま す が 、 契 約 履 行

状 況 を 的 確 に 把 握 す る と と も に 、 事 業 の 実 施 過 程 に お い て も 協 議 の

場 を 設 定 し 、 情 報 提 供 や 意 見 交 換 を 行 う こ と に よ り 、 業 務 が 確 実 に

履 行 さ れ る よ う に す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 
 

協 働 相 手 か ら 情 報 の 提 供 を 受 け る 又 は 互 い に 保 有 す る 情 報 を 共 有 ・ 交

換 す る 手 法 で す 。 情 報 を 提 供 し あ う こ と で 、 情 報 収 集 の 効 率 化 や 情 報 の

共 有 化 が 図 ら れ ま す 。  

ま た 、 協 働 相 手 が 情 報 を 得 る こ と で 、 活 動 の 幅 や 可 能 性 が 広 が る と 同

時 に 、 専 門 的 な 知 識 や 技 術 に 基 づ く 提 案 や 意 見 が 受 け ら れ ま す 。 さ ら に

は 、 共 有 す る 地 域 課 題 の 解 決 に つ な が る な ど 、 新 た な 事 業 展 開 が 可 能 と

な り ま す 。  

 

◎  事 業 例  

連 合 区 長 会 研 修 、 ま ち づ く り 活 動 報 告 会 な ど  

 

◎  留 意 点  

・  協 働 相 手 と の 日 頃 か ら の 率 直 な 情 報 交 換 を 通 じ て 課 題 を 共 有 し 、

協 働 相 手 と の 信 頼 関 係 を 構 築 す る よ う に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  

・  市 政 に 関 す る 情 報 提 供 は 、 結 果 の み な ら ず 経 過 も 説 明 す る よ う 努

め 、 お 互 い に 対 等 な 立 場 で 、 建 設 的 な 意 見 交 換 を 行 う よ う 努 め る 必

要 が あ り ま す 。  

・  団 体 な ど か ら の 提 案 の 内 容 に よ っ て は 、 施 策 や 事 業 へ の 反 映 が 難

し い 場 合 も あ り ま す が 、 で き る だ け 施 策 な ど に 反 映 で き る 部 分 は な

い か 、 前 向 き な 姿 勢 で 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。 反 映 で き な い 場 合

に は 、 そ の 理 由 を 明 確 に す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                    

ま ち づ く り 活 動 報 告 会  連 合 区 長 会 で の 女 性 活 躍 研 修  

⑺  情報提供・情報共有  
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第４章 参画と協働のまちづくりを進める基本的な方向 
 

参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め に は 、 参 画 と 協 働 に つ い て の 理 解

を 深 め 、 推 進 す る た め の 制 度 や 環 境 づ く り が 必 要 と な り ま す 。 そ れ ぞ れ の 活

動 主 体 に お い て も 、 こ れ ま で 以 上 に ま ち づ く り に 関 心 を 持 ち 、 主 体 的 に 活 動

し て い く こ と が 求 め ら れ る と と も に 、 市 に お い て も 、 各 主 体 の 主 体 的 な 活 動

を 促 進 で き る よ う 、 ま ち づ く り に 関 す る 情 報 を 積 極 的 に 提 供 し 、 参 画 と 協 働

に 対 す る 認 識 を 深 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  

こ の よ う な 観 点 か ら 、 参 画 と 協 働 の ま ち づ く り を 推 進 す る た め の ５ つ の 基

本 的 な 方 向 を 次 の よ う に 定 め 、 そ れ ぞ れ に 沿 っ た 具 体 的 な 取 組 を 進 め て い き

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参画と協働のまちづくりを 

進めるための基本的な方向 

５  

まちづくりの  

体制づくり  
 

推 進 の た め の 制 度 づ く り  

１  

意識改革と  

参加の促進  
 

ま ち づ く り へ の 意 識 改 革  

主 体 的 な 参 加 の 促 進  

２  

情報の共有化  
 

情 報 の 収 集 と 提 供  

積 極 的 な 情 報 の 公 表 ・ 提 供  

４  

市政への  

市民参画・協働  
 

各 段 階 へ の 参 画 推 進  

各 主 体 間 の 協 働 推 進  

３  

市民活動の支援  
 

活 動 場 所 、 資 金 の 支 援  

相 談 体 制 の 整 備  
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１  意識改革と参加の促進  

  まちづくりへの意識 改革と主体的な参加を促進します  
  

「 自 分 た ち の ま ち を 住 み よ く 、 暮 ら し や す く す る た め 、 知 恵 を 出 し あ い 、  

協 力 し て 、 み ん な の こ と は み ん な で 決 め て 、 み ん な で ま ち づ く り に 取 り 組

ん で い く 」 た め に 、 市 民 と と も に 、 市 職 員 も 一 市 民 と し て 意 識 改 革 に 取 り

組 み 、 自 発 的 な ま ち づ く り 活 動 へ の 参 加 を 促 進 し ま す 。  

な お 、 多 様 な 価 値 観 が 認 め ら れ る 成 熟 し た 社 会 に あ っ て 、 ま ち づ く り 活

動 へ の 参 加 は 強 制 さ れ る べ き こ と で は あ り ま せ ん が 、 市 民 や 市 職 員 が 「 自

分 た ち の ま ち の こ と 」 を 思 う 気 持 ち を 一 層 高 め て い く よ う 努 め な け れ ば な

り ま せ ん 。 例 え ば 、 個 人 の 家 の 前 の 水 路 は 個 人 で 清 掃 し 、 個 人 で で き な い

部 分 は 地 域 で 清 掃 し 、 地 域 で で き な い 部 分 に つ い て は 行 政 が 清 掃 す る と い  

っ た 、 地 域 課 題 に 対 す る 役 割 分 担 に つ い て 、 「 知 恵 を 出 し あ い 、 協 力 し て 、  

み ん な の こ と は み ん な で 決 め る 」 こ と も そ の 一 例 と い え ま す 。  
 

◎  本 市 で の 取 組 状 況  

○  市 民 の ま ち づ く り へ の 意 識 を 高 め る 取 組  

・  広 報 に し わ き の 「 み ん な の ま ち づ く り 」 コ ー ナ ー  

・  市 ホ ー ム ペ ー ジ や Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し た 市 民 活 動 の 紹 介  

○  市 民 や 団 体 と の 連 携 に よ る ま ち づ く り イ ベ ン ト の 開 催  

・  み ら フ ェ ス な ど の 継 続 的 な イ ベ ン ト を 実 施  

○  ま ち づ く り を 担 う 人 材 の 育 成  

 ・  ま ち づ く り ワ ー ク シ ョ ッ プ の 開 催  

・  中 間 支 援 組 織 （ ※ 30） に よ る ま ち づ く り に 係 る セ ミ ナ ー の 開 催  

○  市 民 の ま ち づ く り へ の 主 体 的 な 参 加 を 促 進  

・  コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー な ど の 各 地 区 ま ち づ く り 活 動 の 拠 点 整 備  

・  「 地 区 ま ち づ く り 計 画 」 を 策 定 し 、 計 画 に 基 づ く 実 践 活 動 を 展 開

及 び こ れ ら の 活 動 に 対 す る 支 援 を 実 施  

○  幅 広 い 市 民 を 対 象 と し た 広 聴 の 充 実  

・  ま ち か ど ミ ー テ ィ ン グ や 重 要 な 施 策 に 関 す る 説 明 会 な ど の 開 催  

・  パ ブ リ ッ ク ・ コ メ ン ト や 市 民 ア ン ケ ー ト な ど を 実 施  

○  市 職 員 の 参 画 ・ 協 働 意 識 を 高 め る た め の 取 組  

・  地 区 と の 連 携 を 強 化 す る た め 地 域 対 策 委 員 （ ※ 31） を 委 嘱  

・  各 地 区 イ ベ ン ト な ど へ の 市 職 員 の 積 極 的 な 参 加 勧 奨  

・  市 民 目 線 で の 情 報 把 握 の た め 、 庁 内 グ ル ー プ ウ ェ ア （ 市 役 所 内 で

の 情 報 共 有 シ ス テ ム ） に よ る 情 報 共 有  

・  市 職 員 の 参 画 ・ 協 働 研 修 を 実 施  

○  子 ど も が 意 見 表 明 で き る 機 会 の 充 実  

・  西 脇 こ ど も 会 議 な ど の 実 施  

・  こ ど も プ ラ ザ キ ッ ズ ・ ジ ュ ニ ア サ ポ ー タ ー に よ る イ ベ ン ト な ど の

実 施  

 

 

 

 

 

 

（ ※ 30） 中 間 支 援 組 織 … ま ち づ く り 活 動 を 行 う 個 人 や 団 体 、 地 域 と 行 政 の 間 に 立 ち 、  

中 立 的 な 立 場 か ら 様 々 な 活 動 支 援 や 団 体 間 の 連 携 を 促 進 す る 組 織  

（ ※ 31） 地 域 対 策 委 員 … 担 当 地 区 の 課 題 な ど を 把 握 し 解 決 に 参 画 す る と と も に 、 地  

区 と 行 政 の パ イ プ 役 と な る た め 、 管 理 ・ 監 督 職 の 市 職 員 に 委 嘱 す る 。  

 

 

みんなで取り組むまちづくり  
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２  情報の共有化  

  市民活動や市政情報を積極的に 公表・提供し、みんなで共有し

ます  
 
「 参 画 ・ 協 働 」 の 取 組 を 広 げ て い く た め に は 、 ま ち づ く り や 個 々 の 課 題

に つ い て の 情 報 を 互 い に 共 有 し 、 対 等 な 立 場 で ま ち づ く り に 取 り 組 ん で い

く こ と が 重 要 で す 。  

行 政 は 市 民 か ら の 信 託 を 受 け て 様 々 な サ ー ビ ス を 行 っ て お り 、 市 民 に 対

す る 「 説 明 責 任 （ ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ ） 」 を 負 っ て い ま す 。  

ま た 、 ま ち づ く り へ の 市 民 参 加 の 機 会 を 拡 大 し た と し て も 、 全 て の 市 民

が 一 つ の こ と に 直 接 参 加 す る こ と は 物 理 的 に 不 可 能 で あ り 、 ま ち づ く り に

参 加 し な い 市 民 も 多 く い る と 考 え ら れ ま す 。  

こ の た め 、 参 画 や 協 働 に 積 極 的 に 取 り 組 む 市 民 ば か り で な く 、 全 て の 市

民 に 対 し て 、 計 画 策 定 時 の 委 員 会 ・ 審 議 会 な ど の 情 報 や 事 業 の 各 段 階 に お

け る 情 報 を 分 か り や す く 、 広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 防 災 行 政 無 線 、 Ｓ Ｎ Ｓ

な ど 複 数 の 方 法 で 提 供 で き る 環 境 づ く り に 取 り 組 み ま す 。  

 

◎  本 市 で の 取 組 状 況  

○  市 民 活 動 に 関 す る 様 々 な 活 動 や イ ベ ン ト な ど の 情 報 収 集 ・ 提 供  

・  様 々 な 市 民 活 動 団 体 の デ ー タ ベ ー ス 作 成 に 向 け 情 報 収 集 を 実 施  

・  広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 防 災 行 政 無 線 、 Ｓ Ｎ Ｓ な ど に よ り 市 民 活

動 に 関 す る 情 報 を 発 信  

○  情 報 の 公 表 ・ 提 供 を 積 極 的 に 推 進  

・  行 政 文 書 の 分 か り や す い 表 現 に 努 め る 。  

・  西 脇 市 情 報 公 開 条 例 や 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 に 基 づ い た 適

切 な 運 用  

○  審 議 会 や 委 員 会 な ど の 公 開 を 推 進  

・  西 脇 市 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 及 び 会 議 の 記 録 の 公 表 に 関 す る 指 針

に 基 づ き 、 審 議 会 な ど の 会 議 の 開 催 情 報 、 会 議 資 料 、 会 議 録 の 積 極

的 な 公 開 ・ 公 表 を 実 施  

○  議 会 の 活 動 や 政 務 活 動 費 、 公 費 で 参 加 し た 研 修 の 報 告 な ど  

・  ホ ー ム ペ ー ジ や Ｓ Ｎ Ｓ な ど で の 公 開  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 脇 市 ホ ー ム ペ ー ジ   防 災 行 政 無 線  
 （ 戸 別 受 信 機 ）  

みんなが知っているまちづくり  
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３  市民活動の支援  

  市民活動の支援の仕組みを整備 します  
 

市 民 、 企 業 、 各 種 団 体 、 学 校 な ど 、 多 様 な 主 体 の 連 携 に よ る 参 画 ・ 協 働

の ま ち づ く り を 進 め て い く た め 、 活 動 場 所 の 提 供 や 人 材 育 成 、 資 金 の 確 保

な ど 、 活 動 支 援 の 仕 組 み を 整 備 し ま す 。  

と り わ け 、 ま ち づ く り に は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な ど

の 市 民 活 動 が 非 常 に 重 要 と な っ て お り 、 さ ら に 積 極 的 な 活 動 を 行 う こ と が

で き る よ う こ れ ら 市 民 活 動 団 体 を 支 援 し ま す 。  

 

◎  本 市 で の 取 組 状 況  

○  市 民 活 動 に 必 要 な 場 所 、 設 備 、 人 材 の 確 保 を 支 援  

・  コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー な ど 、 各 地 区 ま ち づ く り 活 動 の 拠 点 整 備  

・  学 校 体 育 館 な ど の 開 放  

○  市 民 活 動 に 必 要 な 資 金 な ど を 支 援  

・  各 地 域 自 治 協 議 会 を 対 象 と し た 地 域 自 治 協 議 会 事 業 一 括 交 付 金 制

度 、 各 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 な ど を 対 象 と し た 地 区 ま ち づ く り 実 践

補 助 事 業 及 び 市 民 グ ル ー プ な ど を 対 象 と し た 市 民 提 案 型 ま ち づ く り

事 業 に よ る 団 体 な ど へ の 支 援  

○  市 民 活 動 へ の 相 談 や 支 援 を 進 め る 取 組  

・  兵 庫 県 や 公 益 法 人 な ど の 制 度 を 活 用 し 、 ま ち づ く り ア ド バ イ ザ ー

を 派 遣  

・  Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 の 設 立 や 活 動 に 対 す る 支 援 や 情 報 提 供  

・  中 間 支 援 組 織 に よ る ま ち づ く り 活 動 に 関 す る 相 談 窓 口 の 設 置  

・  多 様 な 主 体 の 交 流 機 会 の 創 出 及 び ネ ッ ト ワ ー ク 化 の 推 進  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ま ち づ く り ア ド バ イ ザ ー を 招 へ い し 、  

ワ ー ク シ ョ ッ プ を 開 催  

 

 

 

                

 

 

 

 市 民 提 案 型 ま ち づ く り 事 業
の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査  

地 区 ま ち づ く り 活 動 拠 点  
コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 黒 田 庄 地 区 会 館  

（ 黒 っ こ プ ラ ザ ）  

みんなを生かしあうまちづくり  
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４  市政への市民参画・協働  

  政策形成の市民参画・協働を進めます  
 

政 策 形 成 に お け る 計 画 （ Plan） 、 実 施 （ Do） 、 評 価 （  Check） 、 見 直 し

（ Action） の そ れ ぞ れ の 過 程 で 、 市 民 と 行 政 が 解 決 方 法 を と も に 考 え 、 協

力 し て 取 り 組 ん で い く た め の 仕 組 み を 検 討 ・ 整 備 し ま す 。  

ま た 、 市 民 か ら の ま ち づ く り の 提 案 、 市 民 と 行 政 の 協 働 事 業 の 実 施 や 市

民 活 動 団 体 な ど へ の 事 業 委 託 な ど に よ り 、 参 画 ・ 協 働 の ま ち づ く り を 推 進

し ま す 。  

 

◎  本 市 で の 取 組 状 況  

○  政 策 形 成 の 各 段 階 に お け る 市 民 参 画 を 推 進 す る 取 組  

・  市 の 重 要 な 施 策 に 関 す る 方 針 ・ 計 画 の 策 定 や 市 民 生 活 に 大 き な 影

響 を 及 ぼ す こ と と な る 条 例 な ど の 制 定 に 際 し て 、 パ ブ リ ッ ク ・ コ メ

ン ト を 実 施  

○  審 議 会 な ど の 委 員 公 募 の 推 進  

・  西 脇 市 審 議 会 等 の 委 員 の 公 表 に 関 す る 指 針 に 基 づ き 、 各 種 審 議 会

な ど に お い て 委 員 を 公 募  

○  市 民 と 行 政 の 意 見 交 換 の 場  

・  ま ち か ど ミ ー テ ィ ン グ を 実 施  

・  各 種 計 画 や 施 策 の 説 明 会 な ど を 開 催  

○  公 共 施 設 の 管 理 運 営 へ の 市 民 や 団 体 の 参 加 促 進  

・  公 共 施 設 の 管 理 運 営 を 指 定 管 理 者 制 度 に よ り 実 施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策過程の市民参画・協働  

 見直し・点検・反映段階 

計画、実施、評価に基づ
く見直し・点検項目の抽出
や、改善に向けての意見交
換など 

計画・予算編成段階 

審議会・各種委員会等の
公募、パブリック・コメン
ト、意見交換の場、フォー
ラム、アンケートなど 

評価・分析・検証段階 

行政評価システム、アン
ケート・モニター調査、公
表による透明性など 

計画 

見直し 実施

画 

Ｐｌａｎ  

Ｄｏ  

Ａｃｔｉｏｎ  

実施段階 

イベント等の共催、アドプ
トシステム（※32）、コミュ
ニティビジネス（※33）、公
共施設の運営・委託など 

評価 

Ｃｈｅｃｋ  

（ ※ 32） ア ド プ ト シ ス テ ム … ア ド プ ト と は 「 養 子 縁 組 を す る 」 と い う 意 味 で 、 市 民

が 道 路 な ど の 公 共 ス ペ ー ス を 、 養 子 の よ う に 愛 情 を も っ て 面 倒 を 見 る （ 清 掃 ・ 美

化 ） 制 度  

（ ※ 33） コ ミ ュ ニ テ ィ ビ ジ ネ ス … 市 民 が 主 体 と な っ て 、 地 域 が 抱 え る 課 題 を ビ ジ ネ

ス の 手 法 に よ り 解 決 し 、 ま た コ ミ ュ ニ テ ィ の 再 生 を 通 じ て 、 そ の 活 動 の 利 益 を 地

域 に 還 元 す る 事 業 の 総 称  

 

 

 

みんなが関わるまちづくり  
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５  まちづくりの体制づくり  

  参画・協働を進めるための体制づくりを整えます  

 
「 参 画 と 協 働 の ま ち づ く り 」 の 推 進 、 市 民 活 動 の 支 援 を 行 う と と も に 、

市 内 ８ 地 区 （ 西 脇 ・ 津 万 ・ 日 野 ・ 重 春 ・ 野 村 ・ 比 延 ・ 芳 田 ・ 黒 田 庄 ） 全 て

に 「 地 域 自 治 協 議 会 」 が 設 置 さ れ る よ う 、 未 設 立 地 区 に 対 し て 気 運 醸 成 や

設 立 準 備 会 な ど の 立 上 げ 支 援 を 行 い ま す 。  

ま た 、 「 地 域 自 治 協 議 会 」 が 実 施 す る 地 域 課 題 の 解 決 に 向 け た 事 業 や 地

域 資 源 を 生 か し た 取 組 を 支 援 し 、 多 様 な 主 体 の 協 働 に よ る 市 民 主 体 の 持 続

可 能 な ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 組 織 運 営 や 財 政 支 援 制 度 の 運 用 ・ 研 究

な ど を 行 い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  本 市 で の 取 組 状 況  
○  参 画 ・ 協 働 に よ る ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 制 度  

・  西 脇 市 自 治 基 本 条 例 の 制 定 （ 平 成 25〈 2013〉 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

・  ま ち づ く り 活 動 団 体 へ の 支 援 制 度 の 運 用 ・ 研 究  

○  地 域 自 治 協 議 会 未 設 立 地 区 へ の 支 援  

・  地 域 自 治 協 議 会 設 立 へ の 気 運 醸 成 や 設 立 準 備 会 な ど の 立 上 げ 支 援  

○  推 進 体 制 の 整 備  

・  西 脇 市 ま ち づ く り 推 進 審 議 会 の 運 営  

・  西 脇 市 自 治 基 本 条 例 推 進 本 部 の 運 営  

みんなで助けあうまちづくり  

地域自治協議会（例）  
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第５章 ガイドラインの推進に向けて  

 

 

協 働 の 担 い 手 に は 様 々 な 主 体 が あ り ま す が 、 そ の 構 成 員 や 組 織 の 形 、 活 動

の 目 的 、 意 思 決 定 の 方 法 な ど は 異 な り ま す 。  

そ う し た 様 々 な 主 体 が 協 働 の 場 面 に 臨 む 際 の 共 通 の 原 則 は 、 次 の と お り に

な り ま す 。  

 

 

 

多 様 な 主 体 が 協 力 ・ 連 携 し て 事 業 を 行 う 場 合 、 目 標 を 明 確 に し 、 成 果

の イ メ ー ジ を 共 有 し な け れ ば 、 活 動 内 容 が 曖 昧 に な っ て し ま う お そ れ が

あ り ま す 。 ま た 、 社 会 に 対 し て 事 業 の 目 的 ・ 成 果 と と も に 、 協 働 で 行 う

意 義 を 明 ら か に し て お く 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 
 

協 働 に 関 係 す る 当 事 者 は 、 全 て 対 等 で な け れ ば な り ま せ ん 。 そ れ ぞ れ  

が 持 っ て い る 専 門 性 を 生 か し た ア イ デ ア や ノ ウ ハ ウ を 発 揮 す る と と も に 、  

「 や る 気 」 や 「 や り が い 」 を 持 っ て 事 業 に 臨 む た め に は 対 等 な 関 係 性 を

持 つ こ と が 大 切 で す 。  

 

 

 

協 働 事 業 で は 、 市 民 活 動 団 体 と 行 政 の よ う に 、 目 的 や 性 格 の 異 な っ た

団 体 が 協 力 ・ 連 携 し て 事 業 を 進 め ま す 。 互 い に 相 手 の 考 え 方 、 行 動 の 仕

方 な ど を 理 解 し 、 認 め あ っ た 上 で 、 そ れ ぞ れ が 持 つ 力 を 生 か す よ う に 事

業 を 進 め る こ と が 大 切 で す 。  

ま た 、 参 画 す る 団 体 が 力 を 最 大 限 に 発 揮 で き る の は 、 自 発 的 ・ 主 体 的

に 行 動 す る と き で す 。 お 互 い の や り 方 を 尊 重 す る こ と で 効 果 を 上 げ る こ

と が 期 待 で き ま す 。  

 

 

相互理解・自主性尊重（それぞれの立場を尊重）  
 

協 働 で 事 業 を 行 う 場 合 、 事 業 の 内 容 に よ っ て は 、 行 政 か ら 資 金 面 や 運

営 面 で の 支 援 が 継 続 的 に 必 要 な も の も 考 え ら れ ま す 。 行 政 と の 関 係 性 の

中 で 適 切 な 自 立 関 係 を 創 る こ と が 大 切 で す 。  

 

 

 
 

性 格 の 異 な る 団 体 が 一 緒 に 行 動 す る た め に 、 そ れ ぞ れ が 自 己 に こ だ わ

り す ぎ る と か み 合 わ な く な り ま す 。 事 業 を 進 め て い く 上 で は 、 相 手 に 合

わ せ る こ と や 良 い 方 法 が あ れ ば 共 に 柔 軟 に 対 応 す る な ど 変 革 し て い く 必

要 が あ り ま す 。  

ま た 、 そ う し た こ と が 、 そ れ ぞ れ の 組 織 や 仕 事 の や り 方 を 改 善 し て い

１  協働を進める上での原則  

⑴  目的共有  

 

 

⑵  対等な関係性（パートナーシップ）  

 

 

⑶  相互理解・自主性尊重（それぞれの立場を尊重）  

 

⑷  自立化志向（自立した組織へ）  

 

⑸  相互変革（自分たちで変わっていく）  
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く き っ か け に な る こ と が あ り ま す 。  

 

 

協 働 事 業 の 実 施 に 際 し て は 、 広 く 市 民 に 事 業 に つ い て の 理 解 を 深 め て

も ら う こ と が 、 支 援 者 の 増 加 や 事 業 の 成 果 を 高 め る こ と に つ な が っ て い

き ま す 。  

ま た 、 税 金 を 資 金 と し た 活 動 で は 、 そ の 使 途 を 明 ら か に す る こ と が 必

要 で あ り 、 説 明 責 任 を 果 た す こ と が 大 切 で す 。  

情 報 提 供 ・ 公 開 は 、 そ れ を 通 し て 、 市 民 の 活 動 参 加 を 求 め 、 新 た な 人

材 の 発 掘 に も 役 立 て る こ と が 可 能 で す 。  

 

 

 
 

そ れ ぞ れ の 主 体 の 強 み を 生 か し 、 パ ー ト ナ ー の 弱 み を 補 う こ と で 、 行

政 だ け で 取 り 組 む 、 又 は 市 民 や 市 民 活 動 団 体 だ け で 取 り 組 む よ り も 、 効

果 的 ・ 効 率 的 に 地 域 課 題 が 解 決 で き る こ と が 期 待 で き ま す 。  

 

 

 
 

協 働 事 業 が 終 了 し た ら 、 進 め 方 や 成 果 に つ い て の 評 価 を 行 い 、 公 表 し 、  

今 後 の 協 働 事 業 の 参 考 に す る こ と が 大 切 で す 。 ま た 、 事 業 が 継 続 す る も

の で も 、 評 価 に 基 づ き 適 切 な 時 期 に 見 直 し を 行 う こ と が 必 要 で す 。  

事 業 の 実 施 期 間 を あ ら か じ め 設 定 し て お く こ と や 、 目 的 を 達 成 し た 協

働 事 業 を 終 結 す る こ と も 大 切 で す 。  

新 た な 課 題 に は 、 過 去 の 事 業 評 価 を 参 考 に 、 新 し い 協 働 事 業 を 検 討 し

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹  情報公開（共有）・透明性（情報の共有は協働の基本）  

 

⑺  補完性・相乗効果  

 

⑻  評価・見直し  
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協 働 を 進 め て い く た め に は 、 担 い 手 が そ れ ぞ れ の 特 性 を 発 揮 し て い く こ と 、  

そ れ ぞ れ が そ の 役 割 を 認 識 す る こ と が 大 切 で す 。  

 

 
 

◎  役 割  

・  一 人 ひ と り が 地 域 に 関 心 を 持 ち 、 地 域 活 動 （ 自 治 会 活 動 な ど ）

に 自 発 的 に 参 加 す る こ と が 大 切 で す 。 あ わ せ て 、 自 分 の 個 性 を 発

揮 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア な ど へ の 積 極 的 な 参 加 が 必 要 に な り ま す 。  

・  自 分 の 持 つ 能 力 や 知 識 を 市 民 活 動 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 な ど の 社

会 貢 献 活 動 に 生 か す こ と が 大 切 で す 。  

・  一 人 ひ と り が ま ち づ く り の 主 役 で あ る 自 覚 を 持 っ て 支 え あ う こ

と が 重 要 で す 。  

 

◎  効 果  

・  公 益 的 活 動 へ の 参 加 機 会 が 増 加 し ま す 。  

・  公 共 サ ー ビ ス の 質 の 向 上 に よ り 満 足 度 が 高 ま り ま す 。  

・  地 域 課 題 を 自 ら が 解 決 す る こ と に よ り 自 治 意 識 が 向 上 し ま す 。  

 

 
 

◎  役 割  

・  自 治 会 活 動 や 地 区 ま ち づ く り 活 動 の 実 態 が 地 域 に よ っ て 違 い が

あ る こ と を 認 識 し 、 他 の 地 域 で の 先 進 的 な 取 組 を 積 極 的 に 導 入 す

る こ と が 大 切 で す 。  

・  少 子 高 齢 化 や 生 活 様 式 の 多 様 化 な ど を 踏 ま え 、 市 民 が 参 加 し や

す い 組 織 づ く り に 努 め 、 市 民 同 士 の 交 流 を 図 る と と も に 、 地 域 の

課 題 を 自 ら 探 し 、 そ の 解 決 に 向 け て 自 ら 考 え 、 行 動 し て い く こ と

が 大 切 で す 。  

・  地 域 の 課 題 解 決 の 担 い 手 と し て 、 市 民 グ ル ー プ や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 な

ど 、 行 政 と の 連 携 を 図 り 、 主 体 的 に 協 働 の ま ち づ く り を 進 め る こ

と が 大 切 で す 。  

・  防 災 、 防 犯 、 環 境 、 福 祉 、 子 育 て 支 援 な ど 地 域 の 課 題 に 対 応 し 、  

安 全 で 安 心 な ま ち づ く り を 推 進 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。  

 

◎  効 果  

地 縁 組 織 の 活 性 化 が 図 れ 、 地 域 づ く り の 更 な る 中 心 的 役 割 を 担 う

こ と が で き ま す 。  

 

 
 

◎  役 割  

・  今 行 わ れ て い る 活 動 を 大 切 に 育 み 、 自 ら の 活 動 情 報 を 積 極 的 に

発 信 し 、 多 く の 市 民 を 巻 き 込 み な が ら 活 動 の 輪 を 広 げ る こ と が 大

切 で す 。  

・  そ れ ぞ れ の 設 置 目 的 に 沿 っ て 、 専 門 知 識 や 情 報 、 ノ ウ ハ ウ な ど

を 様 々 な 機 会 に 活 用 し 、 機 動 性 や 専 門 性 、 先 駆 性 な ど を 発 揮 し 、

社 会 的 課 題 の 解 決 に 取 り 組 む こ と が 求 め ら れ ま す 。  

２  協働の主体の役割と得られる効果  

⑴  市民  

 

 

⑵  地域コミュニティ  

 

 

⑶  市民活動団体  
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・  自 治 会 や 他 の 団 体 と の ネ ッ ト ワ ー ク を 築 き な が ら 、 自 ら の 活 動

を 強 化 拡 大 し て い く こ と が 期 待 さ れ ま す 。  

・  多 様 化 す る 公 共 的 ニ ー ズ に 対 し 、 市 民 活 動 団 体 と し て 担 う べ き

部 分 、 担 え る 部 分 の 公 共 的 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 期 待 さ れ ま

す 。  

 

◎  効 果  

市 民 活 動 団 体 に 求 め ら れ る 役 割 を 果 た す こ と に よ っ て 、 活 動 機 会

が 増 加 し 、 活 動 成 果 を 出 す こ と に よ り 信 頼 性 が 高 ま り 、 市 民 活 動 団

体 の 使 命 の 実 現 に つ な げ る こ と が で き ま す 。  

 

 

 

◎  役 割  

・  地 域 の 一 員 で あ る こ と を 自 覚 し 、 地 域 の 活 動 や 市 民 の 活 動 に 対

し 、 持 っ て い る 情 報 や 技 術 な ど を 提 供 し 、 人 的 支 援 や 資 金 支 援 な

ど を 通 じ て 積 極 的 に ま ち づ く り に 参 加 す る こ と が 期 待 さ れ ま す 。  

・  従 業 員 が 社 会 貢 献 活 動 に 参 加 し や す い 環 境 を 整 備 す る こ と が 求

め ら れ ま す 。  

 

◎  効 果  

・  社 会 貢 献 の 意 欲 を 生 か せ る 機 会 が 増 加 し 、 地 域 と の 結 び 付 き が

強 化 さ れ ま す 。  

・  活 動 実 績 に よ り 、 事 業 者 へ の 理 解 や 評 価 が 高 ま り ま す 。  

 

 

 

◎  役 割  

・  市 民 や 市 民 活 動 団 体 な ど の 動 向 を 的 確 に 捉 え 、 行 政 情 報 な ど を

提 供 し な が ら 市 民 と の 一 体 感 を 形 成 す る こ と が 必 要 で す 。  

・  市 民 活 動 が 促 進 さ れ る よ う 、 助 成 制 度 や 人 的 支 援 、 活 動 拠 点 の

提 供 、 情 報 の 共 有 化 、 組 織 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 な ど を 行 う こ と が 必

要 で す 。  

・  多 く の 市 民 が 政 策 の 形 成 過 程 に 関 わ れ る よ う な 仕 組 み を 整 備 す

る こ と が 求 め ら れ ま す 。  

・  市 民 や 市 民 活 動 団 体 な ど に 必 要 な 知 識 な ど を 習 得 す る 機 会 を 提

供 し 、 協 働 の 担 い 手 の 発 掘 や 人 材 の 育 成 を 支 援 す る こ と が 求 め ら

れ ま す 。  

・  市 職 員 一 人 ひ と り の 協 働 意 識 の 向 上 を 図 る と と も に 、 と も に ま

ち づ く り を し て い く と い う 意 識 を 常 に 持 つ こ と へ の 働 き 掛 け が 重

要 で す 。  

 

◎  効 果  

・  市 民 ニ ー ズ に 沿 っ た 公 共 サ ー ビ ス の 提 供 が 可 能 と な り 、 市 民 主

体 の ま ち づ く り に つ な げ る こ と が で き ま す 。  

・  市 民 や 市 民 活 動 団 体 な ど の 考 え 方 や 活 動 に 触 れ る こ と に よ り 、

市 職 員 の 意 識 改 革 や 資 質 向 上 に つ な げ る こ と が で き ま す 。 ま た 、

事 業 の 見 直 し な ど に よ り 効 率 化 が 図 ら れ ま す 。  

 

⑷  事業者  

 

 

⑸  市  
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本 市 で は 、 平 成 25（ 2013） 年 ４ 月 １ 日 に 「 西 脇 市 自 治 基 本 条 例 」 を 施 行 し 、  

参 画 と 協 働 の ま ち づ く り の 推 進 を 基 本 原 則 に し て い ま す 。  

こ の 条 例 を 推 進 す る た め の 庁 内 組 織 と し て 、 「 西 脇 市 自 治 基 本 条 例 推 進 本

部 」 を 設 置 し 、 推 進 本 部 の な か に 具 体 的 事 項 に つ い て 検 討 す る 幹 事 会 を 、 さ

ら に 必 要 に 応 じ て 部 会 を 設 置 し 、 自 治 基 本 条 例 の 推 進 に 係 る 重 要 事 項 に つ い

て 検 討 し 実 践 す る こ と と し て い ま す 。  

ま た 、 本 ガ イ ド ラ イ ン の 改 訂 や 市 民 活 動 に 対 す る 支 援 の 在 り 方 、 地 域 自 治

を 推 進 す る た め の 組 織 の 在 り 方 な ど 様 々 な 事 項 に つ い て 調 査 検 討 す る 組 織 と

し て 「 西 脇 市 ま ち づ く り 推 進 審 議 会 」 を 設 置 し 、 市 民 の 意 見 を 反 映 し た 施 策

展 開 を 図 っ て い き ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治基本条例（参画と協働）の推進体制  

 

西脇市まちづくり推進審議会  

参 画 と 協 働 に よ る 市 政 の 推 進 に 必 要 な  

ま ち づ く り 施 策 な ど に つ い て 調 査 審 議  

３  推進体制  

市 

 

西脇市自治基本条例推進本部

（幹事会・部会）  

西 脇 市 自 治 基 本 条 例 の 実 効 性 を 高 め る

た め に 同 条 例 の 適 正 な 運 用 や 推 進 に 係

る 重 要 事 項 に 関 し て 協 議 ・ 決 定  

 

 

諮
問 

答
申 
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参考資料 

 

〈 西 脇 市 ま ち づ く り 推 進 審 議 会 委 員 名 簿 〉  

区 分  氏 名  備 考  

学 識 委 員  ◎ 平  田  富 士 男  
兵 庫 県 立 大 学 大 学 院  

緑 環 境 景 観 マ ネ ジ メ ン ト 研 究 科  教 授  

各 種 団 体  

松  尾  憲  子  地 域 自 治 協 議 会  

藤  井  琢  己    地 域 自 治 協 議 会  

 松  山  千  鈴  地 域 自 治 協 議 会  

○ 藤  原    悟  地 域 自 治 協 議 会  

 森  川  元  良  西 脇 青 年 会 議 所  

 來  住  啓  子  Ｎ Ｐ Ｏ 法 人  

 高  澤  有 可 里  市 民 活 動 団 体  

公 募 に よ る

市 民  

 清  水  賢  一  
 

 竹  内    諭  
 

 竹  本    愛  
 

 田  中  美 紗 子  
 

西  山    桂  
 

市 長 が 必 要

と 認 め る 者  
 堀  井  悠  次  中 間 支 援 組 織  

  ※  ◎ は 会 長 、 ○ は 副 会 長  
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〈 西 脇 市 ま ち づ く り 推 進 審 議 会 の 開 催 経 過 〉  

会 議  開 催 日 時  会 議 の 内 容  

第 １ 回  令 和 ６ 年 ６ 月 28日  ◎  委 員 委 嘱  

◎  ま ち づ く り に 関 す る 補 助 事 業 に

つ い て  

◎  市 民 主 体 の ま ち づ く り に 関 す る

啓 発 方 法 に つ い て  

◎  参 画 と 協 働 に 関 す る 意 見 交 換  

第 ２ 回  令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日  ◎  令 和 ５ 年 度 の 審 議 会 等 の 開 催 状

況 に つ い て  

◎  ま ち づ く り に 関 す る 補 助 事 業 の

審 査 結 果 に つ い て  

◎  参 画 と 協 働 の ま ち づ く り ガ イ ド

ラ イ ン 改 訂 に つ い て  

◎  市 民 主 体 の ま ち づ く り に 関 す る

啓 発 方 法 に つ い て  

第 ３ 回  令 和 ６ 年 10月 28日  ◎  ま ち づ く り に 関 す る 補 助 事 業 の

審 査 結 果 に つ い て  

◎  参 画 と 協 働 の ま ち づ く り ガ イ ド

ラ イ ン 改 訂 に つ い て  

◎  市 民 主 体 の ま ち づ く り に 関 す る

啓 発 方 法 に つ い て  

第 ４ 回  令 和 ７ 年 ２ 月 17日  ◎  参 画 と 協 働 の ま ち づ く り ガ イ ド

ラ イ ン の 改 訂 に 係 る パ ブ リ ッ ク ・

コ メ ン ト の 実 施 結 果 に つ い て  

◎  答 申 に つ い て  

◎  市 民 主 体 の ま ち づ く り 啓 発 リ ー

フ レ ッ ト に つ い て  
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   西脇市まちづくり推進審議会条例  

 
 （設置）  
第１条  参画と協働による市政の推進に必要なまちづくり施策につい

て調査審議するため、西脇市まちづくり推進審議会（以下「審議会」
という。）を置く。  

 （所掌事務）  
第２条  審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議

し、答申する。  
⑴  参画と協働の推進に必要な制度及び施策に関すること。  
⑵  市内でまちづくり活動を行う団体等への支援の審査及び支援制

度に関すること。  
⑶  その他参画と協働の推進に関し市長が必要と認める事項  

 （組織）  

第３条  審議会は、委員 20人以内で組織する。  
２  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門

委員若干人を置くことができる。  
 （委員及び専門委員）  
第４条  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱

する。  
 ⑴  学識経験のある者  
 ⑵  各種団体を代表する者  
 ⑶  市民を代表する者  
 ⑷  その他市長が特に必要と認める者  
２  専門委員は、専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者の

うちから、市長が委嘱する。  

 （委員の任期）  
第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠 の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  
２  委員は、再任されることができる。  
３  専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解嘱され

るものとする。  
 （会長及び副会長）  
第６条  審議会に、会長及び副会長を置く。  
２  会長及び副会長は、委員の互選により定める。  
３  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  
４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。  
５  会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がと

もに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務
を代理する。  

 （会議）  
第７条  審議会の会議は、会長が招集する。  
２  審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。  
３  審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき
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は、会長の決するところによる。  
 （部会）  

第８条  審議会に、その所掌事務を分掌させるために、 部会を置くこ
とができる。  

２  部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。  
３  部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。  
４  部会長は、部会の事務を掌理する。  
５  部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属す

る委員のうちから、あらかじめ部会長の指名する者が、その職務を
代理する。  

６  部会の会議については、前条の規定を準用する。  
 （意見の聴取等）  
第９条  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求める
ことができる。  

（庶務）  
第 10条  審議会の庶務は、まちづくり担当部において処理する。  
 （委任）  
第 11条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  
 
   附  則  
 （施行期日）  
１  この条例は、平成 26年４月１日から施行する。  
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